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特
別
利
害
関
係
株
主
の
議
決
権
行
使
と
不
当
決
議

安

井

威

興

特別利害関係株主の議決権行使と不当決議

国
　
は
じ
め
に

二
　
新
旧
両
制
度
の
差
異

三
　
解
釈
論
上
の
問
題

四
　
若
干
の
立
法
論

は
じ
め
に

　
昭
和
五
六
年
改
正
前
商
法
は
、
特
別
利
害
関
係
株
主
の
議
決
権
を
排
除
し
（
旧
商
壬
二
九
条
五
項
）
、
そ
の
排
除
に
よ
り
決
議
の
内
容
が
著

し
く
不
当
と
な
っ
た
こ
と
を
申
立
事
由
と
す
る
不
当
決
議
の
取
消
ま
た
は
変
更
の
訴
を
設
け
て
い
た
（
旧
商
二
五
三
条
）
。
こ
れ
に
対
し
、

昭
和
五
六
年
商
法
改
正
法
は
、
特
別
利
害
関
係
株
主
の
議
決
権
行
使
を
認
め
る
こ
と
と
し
（
旧
商
二
三
九
条
五
項
削
除
）
、
そ
の
議
決
権
行
使

の
結
果
と
し
て
著
し
く
不
当
な
内
容
の
決
議
が
成
立
し
た
場
合
を
、
新
た
に
決
議
取
消
の
申
立
事
由
に
追
加
し
た
（
商
二
四
七
条
一
項
三
号
）
。

そ
し
て
、
不
当
決
議
の
取
消
・
変
更
の
訴
に
関
す
る
規
定
を
削
除
し
た
（
商
二
五
三
条
）
．
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こ
の
改
正
は
、
少
な
く
と
も
従
来
の
一
般
的
予
防
的
な
議
決
権
排
除
制
度
は
改
正
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
点
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
異
論

　
　
　
　
（
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

の
な
か
っ
た
こ
と
や
、
積
極
的
に
改
正
を
は
か
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
有
力
説
が
あ
っ
た
こ
と
を
背
景
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
議
決
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

排
除
を
全
廃
す
る
べ
き
か
そ
れ
と
も
具
体
的
に
列
挙
し
て
こ
れ
を
残
す
べ
き
か
な
ど
の
立
法
論
に
つ
い
て
か
な
ら
ず
し
も
十
分
な
検
討
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

な
さ
れ
た
と
は
い
い
が
た
い
。
ま
た
、
「
株
式
会
社
の
機
関
に
関
す
る
改
正
試
案
」
に
お
け
る
改
正
の
提
案
は
決
議
取
消
事
由
に
多
数
決

濫
用
の
場
合
を
付
加
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
「
一
部
の
株
主
が
自
己
又
は
特
別
の
関
係
の
あ
る
第
三
者
に
特
に
利
益
を
与
え

る
目
的
で
議
決
権
を
行
使
し
た
結
果
、
会
社
ま
た
は
他
の
株
主
に
著
し
い
損
害
が
生
ず
る
と
き
」
を
付
加
す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
こ
れ
は
法
案
作
成
の
段
階
で
現
行
規
定
の
字
句
に
修
正
さ
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
修
正
に
つ
い
て
は
各
界
の

意
見
は
反
映
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
特
別
利
害
関
係
の
範
囲
が
問
題
に
な
る
と
と
も
に
こ
の
場
合
が
多
数
決
濫
用
一
般
を
も
含
む
か
否
か

　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
改
正
を
推
進
し
た
有
力
説
の
主
張
者
か
ら
も
再
改
正
の
提
案
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
商
法
二
四
七
条
一
項
三
号
に
つ
い
て
は
解
釈
論
的
検
討
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
立
法
論
的
妥
当
性
に
対
す
る
検
討
も
緊

急
に
要
請
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
は
、
ま
ず
こ
の
改
正
の
立
法
趣
旨
お
よ
び
こ
の
改
正
に
よ
る
制
度
的
変
化
を
明
ら
か
に
し
．
つ
ぎ
に
そ
の

視
点
か
ら
解
釈
論
上
の
問
題
点
を
検
討
し
、
さ
ら
に
立
法
論
に
及
ぶ
。
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（
1
）
　
た
だ
し
、
松
田
二
郎
・
株
式
会
社
法
の
理
論
（
昭
和
三
七
年
）
三
〇
二
頁
は
、
結
合
企
業
規
制
に
関
連
し
て
で
は
あ
る
が
、
昭
和
五
六
年
改
正

前
商
法
二
一
二
九
条
五
項
を
同
二
五
三
条
の
存
在
を
理
由
と
し
て
積
極
的
に
評
価
し
て
い
る
。
な
お
、
元
木
伸
「
株
式
会
社
機
関
改
正
試
案
に
対
す
る

各
界
意
見
の
分
析
㊨
」
商
事
法
務
八
六
一
号
（
昭
和
五
五
年
）
二
四
頁
以
下
参
照
。

（
2
）
　
龍
田
節
「
株
主
の
議
決
権
の
排
除
」
法
学
論
叢
六
四
巻
三
号
（
昭
和
三
三
年
）
四
三
頁
以
下
、
と
く
に
八
四
頁
以
下
、
同
「
株
主
総
会
に
お
け

　る

議
決
権
な
い
し
多
数
決
の
濫
用
」
末
川
古
稀
記
念
・
権
利
の
濫
用
中
（
昭
和
三
七
年
）
三
三
頁
参
照
．

（
3
）
　
鈴
木
竹
雄
・
会
社
法
（
五
版
“
昭
和
三
〇
年
〈
初
版
睡
昭
和
二
九
年
〉
）
一
一
四
頁
、
大
森
忠
夫
「
議
決
権
」
株
式
会
社
法
講
座
三
巻
（
昭
和
三

　
一
年
）
九
〇
八
頁
、
同
「
株
主
総
会
に
お
け
る
特
別
利
害
関
係
者
の
議
決
権
排
除
－
比
較
法
的
考
察
1
」
民
商
法
雑
誌
三
五
巻
六
号
（
昭
和
三
七
年
）

　
八
〇
五
頁
、
龍
田
前
掲
法
学
論
叢
六
四
巻
三
号
八
四
頁
以
下
。
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（
4
）
　
田
中
耕
太
郎
「
合
併
決
議
に
お
け
る
当
事
会
社
議
決
権
の
排
除
」
法
学
協
会
雑
誌
六
三
巻
一
号
（
昭
和
二
〇
年
）
五
八
頁
、
菱
田
政
宏
「
特
別

利
害
関
係
人
議
決
権
行
使
排
除
」
商
経
法
論
叢
一
〇
巻
一
号
（
昭
和
三
四
年
）
一
二
二
頁
、
出
口
正
義
「
株
主
の
議
決
権
制
限
の
法
理
」
上
智
法
学

論
集
一
九
巻
一
号
（
昭
和
五
〇
年
）
一
四
四
頁
、
高
鳥
正
夫
「
商
法
、
監
査
特
例
法
の
改
正
」
受
験
新
報
三
一
巻
八
号
（
昭
和
五
六
年
）
六
三
頁
以

下
、
同
・
会
社
法
（
改
訂
版
）
（
昭
和
五
八
年
）
一
四
八
頁
、
神
田
秀
樹
「
資
本
多
数
決
と
株
主
間
の
利
害
調
整
（
五
・
完
）
」
法
学
協
会
雑
誌
九
九

巻
二
号
（
昭
和
五
七
年
）
二
八
七
頁
、
慶
鷹
義
塾
大
学
商
法
研
究
会
「
株
式
会
社
の
機
関
に
関
す
る
改
正
意
見
」
法
学
研
究
五
二
巻
九
号
（
昭
和

　
五
四
年
）
九
七
頁
．

（
5
）
　
元
木
前
掲
商
事
法
務
八
六
一
号
二
四
頁
以
下
は
、
こ
れ
に
対
す
る
各
界
の
意
見
が
大
き
く
分
裂
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
な
お
、
広
島

修
道
大
学
商
法
研
究
会
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
意
見
を
留
保
し
て
い
る
が
、
「
試
案
に
ょ
っ
て
も
、
何
が
議
決
権
の
乱
用
に
該
当
す
る
か
の
問
題

　
に
置
き
か
え
ら
れ
る
だ
け
で
、
根
本
的
解
決
に
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
す
る
指
摘
が
あ
っ
た
．
」
と
述
べ
て
い
る
（
修
道
法
学
三
巻
一
号
〈
昭
和

　
五
四
年
〉
）
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ

（
6
）
　
元
木
伸
「
株
式
会
社
の
機
関
に
関
す
る
改
正
試
案
の
公
表
」
（
株
式
会
社
の
機
関
に
関
す
る
改
正
試
案
の
解
説
1
）
商
事
法
務
八
二
四
号
（
昭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

和
五
三
年
一
二
月
）
二
頁
以
下
、
元
木
伸
陥
稲
葉
威
雄
「
株
式
会
社
の
機
関
に
関
す
る
改
正
試
案
の
解
説
」
会
社
機
関
改
正
試
案
の
論
点
（
昭
和
五

　
四
年
）
六
頁
以
下
．

（
7
）
　
資
料
「
商
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱
案
（
全
文
）
〈
昭
和
五
五
年
一
二
月
二
四
日
法
制
審
議
会
商
法
部
会
決
定
〉
」
商
事
法
務
八
九

　
三
号
（
昭
和
五
五
年
一
二
月
）
一
九
頁
は
こ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
資
料
「
商
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱
（
昭
和
五
六
年
一
月
二
六

　
日
法
制
審
議
会
総
会
決
定
）
商
事
法
務
八
九
六
号
（
昭
和
五
六
年
二
月
）
四
頁
以
下
、
「
商
法
等
改
正
法
案
、
国
会
に
提
出
さ
る
（
昭
和
五
六
年
三

　
月
二
四
日
）
」
商
事
法
務
九
〇
一
号
（
昭
和
五
六
年
三
月
）
四
六
頁
、
「
商
法
等
改
正
法
案
の
国
会
提
出
に
つ
い
て
」
商
事
法
務
九
〇
二
号
（
昭
和
五

　
六
年
四
月
）
三
頁
以
下
参
照
．

（
8
）
　
こ
の
こ
と
は
、
昭
和
五
六
年
商
法
改
正
法
成
立
直
後
に
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
稲
葉
威
雄
「
商
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
概
要

　
〈
中
・
一
〉
」
商
事
法
務
九
〇
八
号
〈
昭
和
五
六
年
六
月
〉
一
二
頁
）
。

（
9
）
　
龍
田
節
「
株
主
総
会
」
企
業
会
計
三
三
巻
九
号
（
昭
和
五
六
年
八
月
）
六
七
頁
．
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二
　
新
旧
両
制
度
の
差
異

　
昭
和
五
六
年
商
法
改
正
法
は
昭
和
五
六
年
商
法
改
正
前
二
一
二
九
条
五
項
を
削
除
し
た
．
そ
れ
は
、
ま
ず
、
こ
の
規
定
は
理
論
的
根
拠
が

明
白
で
は
な
く
、
資
本
多
数
決
原
理
と
矛
盾
す
る
こ
と
、
つ
ぎ
に
、
こ
の
規
定
の
機
能
は
会
社
利
益
を
保
護
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
こ

に
い
う
会
社
利
益
は
株
主
利
益
で
あ
り
、
株
主
利
益
保
護
は
実
質
的
に
は
少
数
派
株
主
保
護
に
ほ
か
な
ら
ず
、
少
数
派
株
主
保
護
は
む
し

ろ
多
数
決
濫
用
の
法
理
に
よ
っ
て
は
か
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
理
由
と
し
て
こ
の
規
定
の
全
廃
を
主
張
す
る
立
法
論
に
も
と
づ
く
も

　
　
　
（
1
0
）

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
商
法
二
四
七
条
一
項
三
号
の
新
設
は
、
昭
和
五
六
年
改
正
前
商
法
に
お
け
る
解
釈
と
し
て
、
多
数
決
濫
用
に
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

成
立
し
た
決
議
の
効
力
を
特
別
利
害
関
係
株
主
が
決
議
に
加
わ
っ
た
場
合
と
の
バ
ラ
ソ
ス
か
ら
決
議
取
消
事
由
に
な
る
と
解
す
る
説
の
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

え
方
を
採
用
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
な
お
、
法
案
作
成
段
階
に
お
け
る
文
言
の
修
正
は
、
実
質
的
な
修
正
で
は
な
い
と
す

　
　
　
　
　
（
1
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

る
も
の
も
あ
る
が
、
そ
の
適
用
範
囲
を
明
確
に
す
る
た
め
で
あ
る
と
説
明
す
る
も
の
も
あ
る
。
あ
る
い
は
、
旧
規
定
の
…
二
九
条
五
項
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

二
五
三
条
の
組
合
せ
を
裏
返
し
に
し
て
、
従
来
の
制
度
の
正
反
対
を
新
制
度
と
し
て
定
め
た
と
説
明
す
る
も
の
も
あ
る
。

　
右
の
修
正
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
解
釈
論
上
重
要
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
が
、
試
案
の
文
言
で
は
要
件
事
実
が
抽
象
的
に
過
ぎ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

結
果
的
に
不
当
な
決
議
の
効
力
を
排
除
す
る
こ
と
が
不
可
能
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
の
批
判
を
意
識
し
て
、
新
設
規
定
の
適
用
範
囲
を

明
確
に
す
る
た
め
に
な
さ
れ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
規
定
に
よ
り
特
別
利
害
関
係
株
主
以
外
の
株
主
の
利
益
を
保
護

す
べ
き
場
合
と
し
て
、
従
来
で
あ
れ
ば
、
旧
商
法
…
二
九
条
五
項
に
よ
り
防
止
さ
れ
る
こ
と
が
本
来
期
待
さ
れ
て
い
た
場
合
の
み
を
取
り

上
げ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
そ
の
決
議
に
参
加
し
な
か
っ
た
特
別
利
害
関
係
株
主
が
決
議
に
参
加
す
れ
ば
そ
の
決
議

を
成
立
さ
せ
う
る
が
、
む
し
ろ
成
立
さ
せ
な
い
方
が
妥
当
で
あ
り
、
成
立
す
る
と
不
当
な
決
議
と
な
る
場
合
で
あ
っ
て
、
旧
商
法
二
五
三

条
に
よ
っ
て
も
そ
の
請
求
が
認
容
さ
れ
え
な
い
場
合
で
あ
る
こ
と
に
な
り
、
商
法
二
四
七
条
一
項
三
号
の
文
言
は
こ
の
場
合
を
意
味
し
て

い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
修
正
の
結
果
、
決
議
取
消
の
主
張
者
は
、
試
案
で
要
求
さ
れ
て
い
た
主
観
的
要
件
の
立
証
を
、
特
別
利
害
関
係
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（
1
7
）

株
主
の
議
決
権
行
使
と
い
う
客
観
的
要
件
の
立
証
で
代
替
し
う
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
新
旧
両
制
度
は
い
ず
れ
も
特
別
利
害
関
係
株
主
が
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
に
よ
り
成
立
す
る
不
当
な
決
議
を
排
斥
せ
ん
と
す
る
こ
と

に
お
い
て
共
通
す
る
が
、
そ
の
方
法
は
大
幅
に
相
違
す
る
。
旧
制
度
に
お
い
て
、
多
数
派
株
主
が
自
己
が
特
別
利
害
関
係
を
有
す
る
事
項

に
つ
い
て
妥
当
な
内
容
の
決
議
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
は
、
ま
ず
少
数
派
株
主
の
賛
同
を
う
る
こ
と
を
要
し
、
賛
同
が
え
ら
れ
な
け
れ
ば

そ
れ
を
否
決
す
る
決
議
を
成
立
さ
せ
、
し
か
る
後
に
旧
商
法
二
五
三
条
に
よ
る
救
済
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
、
旧
制
度

は
資
本
多
数
決
原
理
に
違
背
す
る
と
い
う
非
難
を
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
少
数
派
株
主
に
と
っ
て
は
、
そ
の
決
議

の
内
容
が
不
当
か
否
か
が
明
白
で
な
く
と
も
、
特
別
利
害
関
係
株
主
の
議
決
権
行
使
の
事
実
を
立
証
し
う
れ
ば
、
旧
商
法
二
四
七
条
以
下

の
規
定
に
ょ
り
、
比
較
的
容
易
に
不
当
な
決
議
を
排
斥
し
え
た
と
い
う
利
点
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
新
制
度
は
、
資

本
多
数
決
原
理
に
違
背
し
な
い
と
い
う
利
点
の
ほ
か
、
特
別
利
害
関
係
の
有
無
に
つ
い
て
の
事
前
の
判
断
の
労
苦
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

う
実
務
上
の
利
点
を
有
す
る
．
し
か
し
、
少
数
派
株
主
か
ら
み
れ
ば
、
不
当
決
議
を
阻
止
す
る
た
め
に
は
、
特
別
利
害
関
係
株
主
の
議
決

権
行
使
の
有
無
に
関
す
る
調
査
に
加
え
て
、
そ
の
決
議
の
内
容
が
不
当
か
否
か
の
判
断
を
提
訴
期
間
内
（
商
二
四
八
条
一
項
）
に
し
な
け
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

ば
な
ら
な
い
と
い
う
負
担
が
増
加
し
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
特
別
利
害
関
係
の
有
無
に
つ
き
事
前
の
判
断
を
要
し
な
い
こ
と
は
、
会
社

側
な
い
し
は
多
数
派
株
主
の
冒
険
主
義
を
唆
し
、
会
社
利
益
ひ
い
て
は
少
数
派
株
主
利
益
に
対
す
る
侵
害
を
既
成
事
実
化
せ
ん
と
す
る
企

み
を
誘
発
す
る
可
能
性
を
有
す
る
。
反
対
に
、
少
数
派
株
主
か
ら
み
れ
ば
決
議
内
容
が
不
当
で
は
な
い
か
と
の
臆
測
を
生
む
お
そ
れ
が
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
新
制
度
の
方
が
旧
制
度
よ
り
も
紛
争
を
増
加
せ
し
め
る
お
そ
れ
が
あ
る
の
で
あ
る
．

　
新
制
度
に
お
い
て
も
、
旧
制
度
と
同
様
に
特
別
利
害
関
係
の
範
囲
如
何
が
解
釈
論
上
問
題
と
な
る
．
し
か
し
、
新
制
度
に
あ
っ
て
は
そ

の
決
議
の
内
容
が
不
当
で
あ
る
か
否
か
の
判
断
も
同
時
に
な
さ
れ
、
排
斥
さ
れ
る
べ
き
は
内
容
の
不
当
な
決
議
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
問
題

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

の
重
要
性
は
従
来
の
制
度
に
お
け
る
よ
り
も
遥
か
に
軽
く
な
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
．
決
議
内
容
の
不
当
性
の
判
断
が
要
求
さ
れ
る
こ

と
も
、
新
旧
両
制
度
に
共
通
す
る
．
そ
し
て
、
そ
の
判
断
は
新
旧
両
制
度
と
も
に
特
別
利
害
関
係
株
主
の
議
決
権
行
使
を
認
め
る
こ
と
か
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（
飢
）

ら
生
ず
る
会
社
利
益
ま
た
は
株
主
利
益
に
対
す
る
侵
害
の
有
無
を
基
準
と
し
て
な
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
侵
害
の
有
る
こ
と
は
．

旧
商
法
二
五
三
条
に
お
い
て
は
そ
の
不
当
性
を
否
定
す
る
要
素
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
現
行
商
法
二
四
七
条
一
項
三
号
に
お
い
て
は
そ
の

不
当
性
を
肯
定
す
る
要
素
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
新
制
度
に
お
け
る
不
当
性
に
つ
い
て
は
少
数
株
主
保
護
の
観
点
か
ら
よ
り
厳
密
な
判

断
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
検
討
に
従
っ
て
、
新
制
度
の
旧
制
度
に
対
す
る
特
徴
を
概
括
す
る
。
す
な
わ
ち
、
新
制
度
は
会
社
法
の
基
本
原
理
た
る
資
本
多

数
決
原
理
に
違
背
す
る
こ
と
な
く
、
ま
た
旧
制
度
に
お
け
る
解
釈
論
上
の
難
問
た
る
特
別
利
害
関
係
の
範
囲
如
何
の
問
題
の
重
要
性
を
軽

減
し
、
会
社
実
務
の
負
担
を
軽
減
し
た
と
い
う
利
点
を
有
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
利
点
は
旧
制
度
の
有
し
て
い
た
少
数
株
主
保

護
の
機
能
を
後
退
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
獲
得
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
こ
れ
ま
で
実
際
上
要
求
さ
れ
た
こ
と
の
な
か
っ
た
決
議
内
容
の
不

当
性
如
何
の
問
題
の
重
要
性
を
加
重
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
欠
点
も
有
し
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
制
度
改
正
に
よ
り
紛
争
が
増
加
す

る
と
い
う
お
そ
れ
も
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
お
そ
れ
は
会
社
が
慎
重
に
対
応
す
る
こ
と
に
よ
り
回
避
し
う
る
か
も
し
れ
な
い
。
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（
1
0
）
　
大
森
前
掲
株
式
会
社
法
講
座
九
〇
八
頁
、
同
前
掲
民
商
法
雑
誌
三
五
巻
六
号
八
〇
五
頁
、
龍
田
前
掲
法
学
論
叢
六
四
巻
三
号
七
三
頁
以
下
。

（
1
1
）
　
大
隅
健
一
郎
「
い
わ
ゆ
る
株
主
の
共
益
権
に
つ
い
て
」
（
松
本
古
稀
記
念
・
会
社
法
の
諸
問
題
〈
昭
和
二
六
年
〉
）
会
社
法
の
諸
問
題
〔
新
版
〕

　
（
昭
和
五
八
年
）
一
五
六
頁
以
下
、
大
隅
健
一
郎
口
今
井
宏
・
総
合
判
例
研
究
叢
書
商
法
㈲
株
主
総
会
（
昭
和
三
四
年
）
二
二
四
頁
、
大
森
忠
夫
・

改
訂
会
社
法
講
義
（
昭
和
三
七
年
〈
初
版
”
昭
和
二
九
年
〉
）
一
六
八
頁
な
ど
。

（
1
2
）
　
今
井
宏
「
決
議
の
環
疵
」
民
商
法
雑
誌
八
五
巻
三
号
（
昭
和
五
六
年
）
四
三
三
頁
、
大
隅
健
一
郎
目
今
井
宏
・
新
版
会
社
法
論
中
巻
1
（
昭
和

五
八
年
）
一
〇
四
頁
、
岩
原
紳
作
「
決
議
取
消
の
訴
え
1
訴
え
の
提
起
等
」
上
柳
目
鴻
u
竹
内
ほ
か
編
新
版
注
釈
会
社
法
㈲
株
式
会
社
の
機
関
ω

　
（
昭
和
六
一
年
）
三
一
七
頁
。

（
1
3
）
　
倉
沢
康
一
郎
「
株
主
総
会
決
議
の
蝦
疵
」
堀
口
“
酒
巻
編
改
正
会
社
法
詳
説
（
昭
和
五
八
年
）
九
八
頁
。

（
14
）
　
元
木
伸
・
改
正
商
法
逐
条
解
説
（
昭
和
五
六
年
）
一
〇
二
頁
は
「
こ
の
よ
う
な
濫
用
一
般
を
取
消
事
由
と
す
る
こ
と
は
、
そ
の
範
囲
が
明
確
で

な
く
、
適
用
に
あ
た
っ
て
混
乱
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
の
で
、
特
別
利
害
関
係
人
に
よ
る
議
決
権
行
使
の
場
合
に
事
由
を
し
ぽ
っ
た
わ
け
で
あ

る
．
」
と
す
る
。
な
お
、
こ
の
修
正
に
つ
い
て
は
、
法
制
審
議
会
商
法
部
会
に
お
い
て
す
ら
理
由
説
明
も
な
く
ま
た
議
論
も
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
窺
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え
る
（
「
会
社
法
改
正
要
綱
を
め
ぐ
っ
て
第
二
回
」
〈
研
究
会
〉
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
三
七
号
〈
昭
和
五
六
年
四
月
〉
に
お
け
る
竹
内
発
言
全
〇
五
頁
〉

　
お
よ
び
鴻
発
言
〈
一
〇
六
頁
〉
）
。

（
1
5
）
　
前
掲
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
三
七
号
の
研
究
会
に
お
け
る
竹
内
発
言
（
一
〇
四
頁
）
．

（
1
6
）
　
倉
沢
康
一
郎
「
株
主
総
会
の
決
議
の
堰
疵
」
（
金
融
・
商
事
判
例
五
七
二
号
〈
昭
和
五
四
年
〉
）
会
社
法
の
論
理
（
昭
和
五
四
年
）
一
二
二
頁
。

（
1
7
）
　
喜
多
了
祐
「
株
主
総
会
に
お
け
る
特
別
利
害
関
係
理
論
の
再
構
成
」
商
事
法
務
九
一
九
号
（
昭
和
五
六
年
）
二
六
頁
、
同
「
特
別
利
害
関
係
株

主
の
議
決
権
行
使
と
総
会
の
決
議
」
金
融
・
商
事
判
例
六
五
一
号
（
昭
和
五
七
年
）
八
七
頁
．

（
1
8
）
　
稲
葉
威
雄
・
改
正
会
社
法
（
昭
和
五
七
年
）
一
七
二
頁
．

（
19
）
　
こ
れ
に
関
連
し
て
、
木
内
宜
彦
・
会
社
法
（
企
業
法
学
n
）
（
昭
和
五
八
年
）
一
六
七
頁
は
「
必
ず
後
に
取
消
の
訴
が
起
こ
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

が
予
想
さ
れ
て
い
て
も
、
従
来
の
よ
う
に
特
別
利
害
関
係
だ
と
い
う
こ
と
で
も
っ
て
そ
の
議
決
権
行
使
を
拒
む
こ
と
が
で
き
ず
、
し
か
も
後
に
訴
訟

で
必
ず
敗
訴
の
負
担
を
背
負
い
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
奇
妙
な
現
象
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
」
と
す
る
。
た
し
か
に
、
理
論

的
に
は
そ
の
よ
う
に
言
え
る
し
、
と
く
に
株
主
提
案
権
に
つ
い
て
は
こ
の
視
点
か
ら
の
改
正
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

議
案
提
案
権
は
原
則
と
し
て
取
締
役
会
に
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
事
態
を
避
け
る
た
め
に
は
内
容
の
不
当
な
議
案
を
総
会
に
提
出
し
な

け
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
し
、
ま
た
株
主
提
案
権
は
少
数
派
株
主
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
る
の
が
通
常
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
点
と
く
に
問
題
に
す
る
必
要

　
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ

（
2
0
）
　
鴻
常
夫
「
商
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱
に
つ
い
て
中
」
商
事
法
務
八
九
九
号
（
昭
和
五
六
年
）
二
一
貢
、
竹
内
昭
夫
「
会
社
法
改

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
正
（
三
）
」
法
学
教
室
八
号
（
昭
和
五
六
年
）
、
同
・
改
正
会
社
法
解
説
　
（
昭
和
五
六
年
）
一
二
一
頁
、
喜
多
前
掲
商
事
法
務
九
一
九
号
二
四
頁
、

　
同
前
掲
金
融
・
商
事
判
例
六
五
一
号
八
六
頁
。

（
2
1
）
　
多
数
決
濫
用
の
法
理
は
株
主
間
の
利
害
調
整
を
は
か
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
か
ら
、
問
題
に
す
べ
き
は
株
主
間
の
不
平
等
の
存
否
で
あ
っ

　
て
、
会
社
利
益
侵
害
の
存
否
で
は
な
い
と
し
て
、
会
社
利
益
な
る
概
念
を
持
ち
出
す
こ
と
に
反
対
す
る
見
解
が
あ
る
（
龍
田
前
掲
権
利
の
濫
用
中
一

　
四
五
頁
、
岩
原
紳
作
「
株
主
総
会
決
議
を
争
う
訴
訟
の
構
造
〈
九
・
完
〉
」
法
学
協
会
雑
誌
九
七
巻
八
号
〈
昭
和
五
五
年
〉
一
〇
七
三
頁
、
同
前
掲
新

版
会
社
法
㈲
三
二
五
頁
、
神
田
秀
樹
「
資
本
多
数
決
と
株
主
間
の
利
害
調
整
〈
五
・
完
〉
」
法
学
協
会
雑
誌
九
九
巻
二
号
〈
昭
和
五
七
年
〉
二
八
九

　
頁
）
。
特
別
利
害
関
係
法
理
も
株
主
間
の
利
害
の
調
整
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
株
主
間
の
不
平
等
を
問
題
と
す
る
が
、
株
主
間
の
不
平
等
は
直

接
株
主
間
に
生
ず
る
場
合
（
た
と
え
ば
少
数
派
株
主
を
追
出
す
た
め
に
す
る
株
式
併
合
）
と
会
社
利
益
（
株
主
共
同
利
益
）
侵
害
の
結
果
生
ず
る
場

合
（
た
と
え
ば
商
法
二
八
○
条
ノ
一
一
の
新
株
引
受
人
の
責
任
は
会
社
の
損
害
の
発
生
を
前
提
と
し
て
い
る
．
）
と
が
あ
り
（
出
口
正
義
「
株
主
の

誠
実
義
務
〈
一
〉
」
商
学
討
究
三
三
巻
一
号
〈
昭
和
五
七
年
〉
六
二
頁
参
照
）
、
ま
た
決
議
取
消
訴
訟
の
提
訴
権
限
の
み
な
ら
ず
提
訴
義
務
ま
で
も
取
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締
役
・
監
査
役
に
認
め
る
の
で
あ
る
か
ら
、
会
社
利
益
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
．
岩
原
前
掲
法
学
協
会
雑
誌
九
七
巻
八
号
一
〇
七
三
頁
は
会
社
利

益
侵
害
を
伴
わ
な
く
と
も
少
数
派
株
主
の
利
益
が
侵
害
さ
れ
れ
ば
、
取
締
役
に
提
訴
権
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
が
、
提
訴
義
務
ま
で
も
認
め
ら
れ
る

と
す
る
の
で
あ
れ
ば
疑
問
で
あ
る
。

三
　
解
釈
論
上
の
問
題

212

　
す
で
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
こ
に
お
け
る
主
要
な
解
釈
論
上
の
問
題
は
、
特
別
利
害
関
係
の
範
囲
如
何
お
よ
び
決
議
内
容
の
不
当
性

如
何
の
そ
れ
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

　
特
別
利
害
関
係
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
旧
制
度
に
お
け
る
よ
り
も
広
く
解
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
異
論
は
な
い
。
よ
り
詳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

細
に
論
ず
る
学
説
と
し
て
は
、
旧
制
度
に
お
け
る
特
別
利
害
関
係
に
つ
い
て
の
解
釈
の
う
ち
、
も
っ
と
も
広
い
も
の
と
し
て
法
律
上
の
利

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

害
関
係
説
を
妥
当
と
す
る
見
解
も
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
特
別
利
害
関
係
説
を
妥
当
と
す
る
見
解
も
あ
る
。
そ
の
差
異
は
、
取
締
役
な

ど
の
選
任
ま
た
は
解
任
が
議
案
と
さ
れ
る
場
合
に
、
特
別
利
害
関
係
を
前
者
の
見
解
は
そ
の
双
方
に
認
め
、
後
者
の
見
解
は
解
任
の
場
合

の
み
に
認
め
る
こ
と
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
争
い
の
結
着
は
抽
象
的
な
基
準
の
優
劣
に
よ
っ
て
つ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
取
締

役
な
ど
の
選
任
決
議
に
つ
い
て
も
特
別
利
害
関
係
株
主
の
存
在
を
認
め
う
る
か
否
か
の
よ
り
具
体
的
な
事
例
研
究
に
お
い
て
つ
け
ら
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

べ
ぎ
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
こ
の
問
題
一
般
に
妥
当
し
、
で
き
る
か
ぎ
り
個
別
具
体
例
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
が
こ
の
問
題
解
決
の
近

道
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ま
で
議
論
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
ほ
と
ん
ど
の
事
例
1
た
と
え
ば
合
併
決
議
の
場
合
に
も
特

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
28
）

別
利
害
関
係
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
異
論
は
な
く
、
右
の
取
締
役
な
ど
の
選
任
決
議
や
解
任
決
議
の
場
合
を
除
き
見
解
の
相
違
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

　
右
の
学
説
に
加
え
て
、
商
法
二
四
七
条
一
項
三
号
を
多
数
決
濫
用
の
一
場
合
で
あ
る
と
解
し
、
こ
れ
を
そ
の
他
の
多
数
決
濫
用
に
適
用

　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

な
い
し
は
類
推
適
用
し
う
る
と
す
る
説
が
あ
る
。
商
法
二
四
七
条
一
項
三
号
が
は
た
し
て
多
数
決
濫
用
の
一
場
合
に
該
当
す
る
か
否
か
疑
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（
31
）

問
が
あ
る
が
、
こ
の
問
題
も
個
別
具
体
例
の
検
討
を
通
じ
て
解
決
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
ら
、
取
締
役
の
選
任
・
解
任
決
議
の
場
合
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

含
め
、
す
で
に
検
討
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
事
例
に
つ
い
て
つ
ぎ
に
検
討
す
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
は
決
議
内
容
の
不
当
性
を
軽
微
な
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
33
）

の
と
重
大
な
も
の
に
分
け
、
軽
微
な
も
の
の
決
議
を
不
当
決
議
、
重
大
な
も
の
の
決
議
を
違
法
決
議
と
す
る
。

　
ω
　
取
締
役
の
選
任
決
議
に
お
い
て
候
補
者
た
る
株
主
が
決
議
に
参
加
し
た
場
合

　
法
律
上
の
利
害
関
係
説
は
こ
の
場
合
に
特
別
利
害
関
係
を
認
め
る
。
ま
た
、
株
主
の
誠
実
義
務
を
認
め
る
立
場
か
ら
、
株
主
は
会
社
の

利
益
の
た
め
に
議
決
権
を
行
使
す
べ
き
義
務
を
負
い
、
こ
の
義
務
に
違
反
す
る
議
決
権
の
行
使
は
無
効
で
あ
り
、
そ
れ
は
決
議
取
消
ま
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

は
無
効
の
原
因
と
な
る
と
す
る
説
が
あ
る
．
こ
の
説
に
従
え
ば
、
多
数
派
株
主
が
候
補
者
た
る
自
己
も
し
く
は
自
己
の
肉
親
な
い
し
は
事

実
上
支
配
し
う
る
者
に
投
票
し
た
結
果
、
取
締
役
た
る
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
者
が
選
任
さ
れ
た
と
き
は
、
不
当
な
決
議
が
成
立
し
た
こ
と

に
な
り
、
こ
の
決
議
は
取
消
の
対
象
と
な
る
と
解
す
べ
き
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
当
該
取
締
役
が
欠
格
事
由
を
有
す
る
場
合
（
商
二
五
四

条
ノ
ニ
）
に
は
決
議
内
容
が
法
令
に
違
反
す
る
か
ら
そ
の
決
議
は
無
効
で
あ
る
が
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
取
締
役
に
誰
を
選
ぶ
か
は
出
資

者
た
る
株
主
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
た
事
項
で
あ
っ
て
、
特
別
利
害
関
係
株
主
の
議
決
権
行
使
の
結
果
と
し
て
、
不
当
決
議
が
成
立
す
る
余

　
　
（
3
5
）

地
は
な
い
．
し
た
が
っ
て
、
ω
の
場
合
に
は
特
別
利
害
関
係
を
認
め
え
た
と
し
て
も
不
当
決
議
は
存
在
し
な
い
か
ら
特
別
利
害
関
係
を
問

　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

題
と
す
る
必
要
は
な
い
．

　
㈲
　
取
締
役
の
解
任
決
議
に
そ
の
対
象
と
な
る
取
締
役
た
る
株
主
が
参
加
し
た
結
果
解
任
否
決
決
議
が
成
立
し
た
場
合

　
法
律
上
の
利
害
関
係
説
、
特
別
利
害
関
係
説
お
よ
び
株
主
の
誠
実
義
務
を
認
め
る
説
は
こ
の
場
合
に
特
別
利
害
関
係
を
認
め
る
．
と
く

に
最
後
の
説
は
、
不
当
な
決
議
と
し
て
、
職
務
遂
行
に
関
し
て
不
正
行
為
ま
た
は
法
令
・
定
款
違
反
の
重
大
な
事
実
が
あ
る
よ
う
な
取
締

役
の
解
任
否
決
決
議
に
加
え
て
、
会
社
の
不
正
を
発
見
し
た
有
能
な
取
締
役
を
も
っ
ぽ
ら
そ
の
不
正
を
も
み
消
す
た
め
に
す
る
解
任
決
議

　
　
（
3
7
）

を
あ
げ
る
．
前
者
の
場
合
は
、
解
任
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
取
締
役
の
解
任
を
否
決
す
る
内
容
の
決
議
で
あ
る
か
ら
、
不
当
決
議
と
い
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
決
議
を
取
消
し
て
も
解
任
決
議
が
成
立
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
直
接
に
解
任
の
訴
（
商
二
五
七
条
三
項
）
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を
提
起
す
る
方
が
解
任
を
求
め
る
株
主
の
要
求
に
合
致
す
る
．
し
か
も
、
こ
の
決
議
に
よ
っ
て
新
た
な
る
法
律
関
係
が
生
ず
る
わ
け
で
は

な
い
か
ら
、
実
際
上
の
実
益
の
み
な
ら
ず
取
消
の
訴
を
求
め
る
実
益
も
見
出
し
難
い
．
後
者
の
場
合
は
そ
れ
が
不
当
決
議
と
い
え
る
か
否

か
の
み
な
ら
ず
特
別
利
害
関
係
を
認
め
う
る
か
否
か
が
問
題
に
な
り
そ
う
で
あ
る
．
正
当
な
理
由
な
き
取
締
役
の
解
任
決
議
は
累
積
投
票

に
ょ
っ
て
選
任
さ
れ
た
取
締
役
も
含
め
て
考
え
る
と
、
こ
れ
を
不
当
決
議
と
解
す
る
こ
と
に
も
一
理
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
累
積
投
票

が
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
会
社
に
あ
っ
て
は
、
取
締
役
解
任
は
そ
れ
ほ
ど
容
易
で
あ
る
と
も
思
え
な
い
（
商
二
五
七
条
二
項
参
照
）
。
立
法
論
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

に
は
問
題
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
商
法
は
、
理
由
の
如
何
を
問
わ
ず
取
締
役
の
解
任
決
議
を
な
し
う
る
も
の
と
し
、
正
当
理
由
の
な

い
こ
と
は
解
任
さ
れ
た
取
締
役
の
会
社
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
権
の
発
生
原
因
た
る
も
の
と
し
て
の
み
規
定
す
る
か
ら
（
商
二
五
七
条
一

項
）
、
こ
れ
を
不
当
決
議
と
も
解
し
え
ず
、
ま
し
て
違
法
決
議
と
は
解
し
え
な
い
．
取
締
役
の
解
任
に
つ
い
て
は
、
商
法
は
株
主
総
会
に
対

し
て
自
由
裁
量
を
認
め
て
お
り
、
公
正
妥
当
な
内
容
の
決
議
を
な
す
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
．
す
な
わ
ち
、
そ

の
決
議
内
容
の
不
当
性
は
取
締
役
解
任
の
訴
あ
る
い
は
正
当
理
由
な
く
解
任
さ
れ
た
取
締
役
の
会
社
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
の
レ
ベ
ル

で
は
問
題
と
な
る
が
、
株
主
総
会
決
議
の
レ
ベ
ル
で
は
問
題
と
な
ら
な
い
の
で
あ
る
．
し
た
が
っ
て
、
⑧
の
場
合
も
、
ω
の
場
合
と
同
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

に
特
別
利
害
関
係
を
問
題
と
す
る
必
要
は
な
い
。

　
③
　
取
締
役
の
報
酬
ま
た
は
賞
与
を
定
め
る
決
議
に
そ
の
支
給
を
受
け
る
取
締
役
た
る
株
主
が
参
加
し
た
場
合

　
取
締
役
の
報
酬
は
定
款
に
定
め
な
き
と
き
、
ま
た
取
締
役
の
賞
与
は
利
益
処
分
と
し
て
、
い
ず
れ
も
株
主
総
会
の
普
通
決
議
を
も
っ
て

定
め
ら
れ
る
（
商
二
六
九
条
・
二
八
三
条
一
項
）
。
も
っ
と
も
、
取
締
役
全
員
に
対
す
る
支
給
額
を
株
主
総
会
で
決
定
し
、
そ
の
額
の
範
囲
内

で
取
締
役
会
に
お
い
て
個
別
の
支
給
額
が
決
定
さ
れ
る
の
が
通
常
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
も
こ
の
支
給
額
全
額
が
議
案
と
し
て
提
示
さ
れ

て
い
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
支
給
額
全
額
は
会
社
の
規
模
・
営
業
な
い
し
は
財
政
状
態
あ
る
い
は
取
締
役
の
人
数
・
業
績
な
ど
諸
搬
の
事

情
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
。
何
が
公
正
な
額
で
あ
る
か
は
き
わ
め
て
困
難
な
問
題
で
あ
る
が
、
も
し
公
正
妥
当
な
客
観
的
基
準
額
な
る
も
の

を
定
め
う
る
と
す
れ
ば
．
こ
の
額
よ
り
も
支
給
額
全
額
が
多
い
と
き
は
、
こ
の
決
議
の
内
容
は
不
当
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
不
当
性
が
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違
法
性
を
帯
び
な
い
か
ぎ
り
株
主
総
会
の
判
断
は
尊
重
さ
れ
る
．
す
な
わ
ち
、
決
議
内
容
が
客
観
的
に
み
て
不
当
で
あ
っ
て
も
、
決
議
そ

の
も
の
は
適
法
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
場
合
に
特
別
利
害
関
係
株
主
が
参
加
し
た
と
き
は
、
そ
れ
は
取
消
し
う
べ
き
決
議

と
な
る
。
し
か
し
、
決
議
内
容
が
こ
の
基
準
額
と
一
致
す
る
と
き
は
決
議
内
容
は
公
正
妥
当
で
あ
っ
て
、
特
別
利
害
関
係
は
問
題
に
な
ら

な
い
。

　
＠
　
親
子
会
社
の
合
併
に
お
い
て
．
親
会
社
が
子
会
社
の
合
併
承
認
決
議
に
加
わ
っ
て
、
親
会
社
に
の
み
有
利
で
子
会
社
の
少
数
派
株

主
に
著
し
く
不
利
な
合
併
条
件
を
承
認
せ
し
め
た
場
合

　
親
会
社
と
子
会
社
が
合
併
す
る
場
合
に
合
併
条
件
を
親
会
社
に
有
利
に
子
会
社
に
不
利
に
定
め
た
と
き
は
、
こ
の
合
併
に
よ
っ
て
子
会

社
株
主
の
利
益
は
侵
害
さ
れ
る
．
し
た
が
っ
て
、
親
会
社
も
子
会
社
株
主
と
し
て
は
利
益
を
侵
害
さ
れ
る
が
，
侵
害
さ
れ
た
利
益
は
合
併

の
相
手
方
と
し
て
有
利
に
取
扱
わ
れ
る
こ
と
に
よ
り
償
わ
れ
る
．
し
か
し
、
子
会
社
の
少
数
派
株
主
の
侵
害
さ
れ
た
利
益
は
償
わ
れ
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
よ
う
な
内
容
の
決
議
は
株
主
利
益
を
侵
害
す
る
結
果
を
招
来
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
ま
た
実
質
的
に
は
株
主
平
等
原
則

違
反
の
結
果
を
招
来
す
る
こ
と
に
お
い
て
不
当
決
議
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
商
法
は
合
併
条
件
の
妥
当
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
姐
）

の
判
断
を
株
主
総
会
の
自
由
裁
量
に
委
ね
て
お
り
、
そ
の
不
公
正
が
違
法
性
を
帯
び
な
い
か
ぎ
り
、
⑥
の
場
合
と
同
様
に
、
株
主
総
会
の

判
断
は
尊
重
さ
れ
．
そ
の
決
議
は
適
法
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
に
特
別
利
害
関
係
株
主
が
参
加
し
た
と
き
は
、
そ
れ
は
取
消
し
う
べ
き

決
議
と
な
る
．
そ
こ
で
、
こ
の
場
合
は
特
別
利
害
関
係
が
問
題
と
な
る
が
、
こ
の
親
会
社
が
特
別
利
害
関
係
株
主
で
あ
る
こ
と
は
と
く
に

説
明
を
要
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
実
質
上
は
親
子
会
社
で
あ
る
が
形
式
上
そ
れ
が
明
ら
か
で
な
い
と
き
な
ど
特
別
利
害
関
係
の
子
会

社
少
数
派
株
主
に
対
す
る
透
明
度
が
低
い
場
合
は
、
提
訴
期
間
限
定
に
服
せ
し
め
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
か
否
か
が
間
題
と
な
る
。

　
㈲
　
大
株
主
甲
の
み
を
対
象
と
し
て
、
新
株
発
行
の
必
要
性
を
考
慮
し
て
も
低
す
ぎ
る
価
額
で
新
株
を
発
行
す
る
こ
と
を
定
め
る
決
議

に
甲
が
参
加
し
、
そ
の
新
株
発
行
決
議
が
成
立
し
た
場
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

　
何
が
公
正
な
新
株
の
発
行
価
額
で
あ
る
か
は
き
わ
め
て
困
難
な
問
題
で
あ
り
議
論
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
公
正
な
る
発
行
価
額
よ
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り
も
低
い
発
行
価
額
で
株
主
以
外
の
者
に
新
株
を
発
行
す
る
こ
と
は
、
旧
株
の
価
値
の
下
落
に
よ
り
、
株
主
の
経
済
的
利
益
を
侵
害
す
る
。

し
か
し
、
株
式
会
社
の
金
融
調
達
、
企
業
提
携
、
技
術
提
携
な
ど
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
右
の
よ
う
な
新
株
発
行
が
必
要
と
な
る

場
合
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
商
法
は
、
旧
株
主
が
そ
の
必
要
性
か
ら
利
益
侵
害
を
甘
受
す
る
こ
と
を
了
承
す
る
場
合
に
の
み
こ
れ
を
許
す
こ

と
と
し
、
こ
の
新
株
発
行
を
な
す
た
め
に
は
そ
の
必
要
性
が
開
示
さ
れ
た
株
主
総
会
の
特
別
決
議
を
要
す
る
も
の
と
し
て
い
る
（
商
二
八
○

条
ノ
ニ
第
二
項
〉
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
の
決
議
の
不
当
性
は
、
株
主
利
益
の
侵
害
の
程
度
と
そ
の
必
要
性
と
の
相
関
に
お
い
て
決
定

さ
れ
る
．
す
な
わ
ち
、
そ
の
必
要
性
に
比
し
て
発
行
価
額
が
低
額
で
あ
れ
ば
、
そ
の
決
議
の
内
容
は
不
当
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、

そ
の
不
当
性
が
違
法
性
を
帯
び
な
い
か
ぎ
り
、
株
主
総
会
は
そ
の
発
行
価
額
を
自
由
に
決
定
し
え
、
⑥
㈲
の
場
合
と
同
様
に
株
主
総
会
の

判
断
は
尊
重
さ
れ
、
そ
の
決
議
は
適
法
で
あ
る
．
た
だ
し
、
特
別
利
害
関
係
株
主
が
参
加
し
た
と
き
は
、
そ
れ
は
取
消
し
う
べ
き
決
議
と

な
る
。
こ
の
場
合
の
大
株
主
甲
が
特
別
利
害
関
係
株
主
で
あ
る
こ
と
は
説
明
を
要
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
⑥
　
第
三
者
丙
に
対
し
て
と
く
に
有
利
な
価
額
で
新
株
を
発
行
す
る
こ
と
を
定
め
る
決
議
に
、
外
観
上
は
丙
と
個
人
的
な
利
害
関
係
の

な
い
（
た
と
え
ば
丙
の
業
務
執
行
者
で
も
構
成
員
で
も
な
い
）
大
株
主
乙
が
参
加
し
た
結
果
、
そ
の
新
株
発
行
決
議
が
成
立
し
た
場
合

　
こ
の
場
合
に
も
、
㈲
の
場
合
と
同
様
に
そ
の
必
要
性
に
比
し
て
発
行
価
額
が
低
い
場
合
に
は
、
そ
の
決
議
の
内
容
は
不
当
で
あ
る
。
し

か
し
、
株
主
総
会
の
判
断
は
尊
重
さ
れ
る
か
ら
、
大
株
主
乙
と
第
三
者
丙
と
の
間
に
経
済
的
な
利
害
関
係
が
な
け
れ
ば
、
た
と
え
乙
が
丙

に
対
し
て
好
意
も
し
く
は
恩
義
を
抱
い
て
い
て
も
、
そ
の
不
当
性
が
違
法
性
を
帯
び
な
い
か
ぎ
り
そ
の
決
議
は
適
法
で
あ
る
と
い
う
ほ
か

　
（
43）

は
な
い
。
た
だ
し
、
事
実
上
そ
こ
に
こ
の
利
害
関
係
が
存
在
す
れ
ば
、
乙
は
特
別
利
害
関
係
株
主
で
あ
り
、
そ
れ
は
取
消
し
う
べ
き
決
議

と
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
利
害
関
係
の
存
在
の
立
証
が
困
難
で
あ
る
場
合
に
は
、
提
訴
期
間
限
定
に
服
せ
し
め
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
か

否
か
が
問
題
と
な
る
。

　
ω
　
最
終
の
貸
借
対
照
表
に
よ
り
会
社
に
現
存
す
る
純
資
産
額
を
発
行
済
株
式
の
総
数
を
も
っ
て
除
し
た
る
額
が
五
万
円
に
満
た
な
い

の
で
、
そ
の
額
を
五
万
円
以
上
に
す
る
た
め
の
株
式
併
合
の
決
議
が
多
数
派
株
主
の
賛
同
に
よ
り
成
立
し
た
が
、
そ
の
額
を
五
万
円
と
し
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な
い
で
、
五
万
円
を
超
え
る
額
と
し
た
の
で
少
数
派
株
主
の
所
有
す
る
株
式
が
す
べ
て
端
株
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
場
合

　
一
株
あ
た
り
の
純
資
産
額
が
五
万
円
未
満
の
会
社
は
、
そ
れ
を
五
万
円
以
上
と
す
る
た
め
、
株
主
総
会
の
特
別
決
議
に
よ
り
株
式
併
合

を
な
し
う
る
（
商
二
九
三
条
ノ
三
ノ
三
第
一
項
）
。
商
法
は
、
株
式
併
合
が
端
株
の
発
生
を
伴
う
こ
と
が
多
く
株
主
利
益
を
害
す
る
た
め
、
端

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

株
を
生
じ
て
も
株
式
併
合
を
な
し
う
る
場
合
を
、
併
合
の
必
要
が
あ
る
か
、
ま
た
は
そ
の
実
益
の
大
き
い
場
合
に
か
ぎ
っ
て
認
め
て
い
る

（
商
二
九
三
条
ノ
三
ノ
三
第
一
項
・
三
七
七
条
・
四
一
六
条
三
項
）
。
し
た
が
っ
て
、
株
式
併
合
の
必
要
が
あ
る
場
合
で
も
、
端
株
の
発
生
を
可

能
な
か
ぎ
り
抑
制
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
已
む
を
え
な
い
範
囲
を
超
え
て
端
株
を
生
ず
る
よ
う
な
株
式
併
合
を
な
す
内
容
の
決
議
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

そ
の
超
過
分
が
た
と
え
わ
ず
か
で
あ
っ
て
も
、
株
主
平
等
原
則
に
反
す
る
不
当
な
決
議
で
あ
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
商
法
は
、
そ
の
認
め

た
範
囲
外
の
目
的
を
有
す
る
株
式
併
合
を
な
す
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
決
議
の
内
容
が
そ
の
範
囲
外
の
目

的
を
有
す
る
株
式
併
合
に
あ
た
る
と
き
は
違
法
な
決
議
と
な
る
．
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
場
合
の
決
議
が
合
理
的
な
範
囲
を
超
え
て
相
当
の
端

株
を
生
ぜ
し
め
、
そ
の
結
果
少
数
派
株
主
の
株
式
を
す
べ
て
端
株
と
し
、
多
数
派
株
主
の
支
配
力
増
大
に
寄
与
す
る
と
き
は
、
合
理
的
な

理
由
を
欠
く
違
法
な
目
的
を
有
す
る
株
式
併
合
を
な
す
も
の
と
し
て
違
法
な
決
議
と
な
る
．
し
か
し
、
そ
の
株
式
併
合
が
一
応
適
法
な
目

的
を
有
し
て
お
り
、
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
に
必
要
な
範
囲
を
超
え
て
端
株
を
生
ず
る
が
、
と
く
に
違
法
な
目
的
を
有
し
て
い
る
と
は
い

え
な
い
と
き
は
、
こ
の
決
議
は
不
当
な
決
議
で
あ
る
が
違
法
な
決
議
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
．
前
者
の
違
法
な
決
議
の
場
合
は
、
多
数
派

株
主
は
そ
の
決
議
成
立
に
よ
っ
て
支
配
力
が
増
大
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
特
別
利
害
関
係
株
主
と
い
え
る
が
、
そ
れ
は
無
効
な
決
議
で
あ

る
か
ら
、
特
別
利
害
関
係
を
問
題
と
す
る
必
要
が
な
い
．
後
者
の
不
当
決
議
の
場
合
は
、
多
数
派
株
主
に
特
別
利
害
関
係
を
認
め
え
な
い
．

　
㈹
　
会
社
と
の
利
益
相
反
取
引
に
関
す
る
取
締
役
の
責
任
免
除
決
議
に
当
該
取
締
役
が
参
加
し
た
場
合

　
取
締
役
が
利
益
相
反
取
引
（
商
二
六
五
条
一
項
）
に
よ
り
会
社
に
損
害
を
発
生
せ
し
め
た
と
き
は
、
会
社
に
対
し
損
害
賠
償
責
任
を
負
う

が
（
商
二
六
六
条
一
項
四
号
）
、
こ
の
責
任
は
発
行
済
株
式
の
総
数
の
三
分
の
二
以
上
の
多
数
を
も
っ
て
な
す
株
主
総
会
決
議
に
よ
っ
て
免
除

し
う
る
（
商
二
六
六
条
六
項
）
。
免
除
す
る
か
否
か
、
免
除
す
る
と
し
て
ど
の
程
度
に
す
る
か
は
株
主
総
会
の
自
由
裁
量
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
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つ
い
て
公
正
妥
当
な
客
観
的
基
準
と
な
る
も
の
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
不
当
決
議
な
る
も
の
も
存
在
し
な
い
．
そ
れ
ゆ
え
、
文
言
解
釈
に

よ
る
か
ぎ
り
は
特
別
利
害
関
係
も
間
題
に
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
．
し
か
し
、
こ
の
場
合
は
、
旧
制
度
に
お
い
て
も
特
別
利
害
関
係
の
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
47
）

め
ら
れ
る
代
表
的
な
場
合
で
あ
り
、
新
制
度
に
移
行
す
る
際
に
事
前
の
議
決
権
行
使
を
認
め
て
よ
い
か
が
と
く
に
検
討
さ
れ
た
場
合
で
あ

っ
て
、
こ
れ
を
実
質
的
に
商
法
二
四
七
条
一
項
三
号
の
適
用
対
象
か
ら
除
く
解
釈
は
認
め
難
い
．
そ
こ
で
、
若
干
無
理
な
解
釈
で
は
あ
る

が
、
特
別
利
害
関
係
株
主
が
参
加
し
た
結
果
成
立
し
た
決
議
の
内
容
は
不
当
な
も
の
と
な
る
と
解
す
る
ほ
か
は
な
い
。
結
局
、
こ
の
場
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
48
）

に
は
当
該
取
締
役
が
参
加
し
た
結
果
成
立
し
た
決
議
は
す
べ
て
取
消
し
う
べ
き
決
議
と
な
る
も
の
と
解
す
る
こ
と
に
な
る
．
な
お
、
ほ
ぼ

同
様
の
問
題
を
抱
え
る
場
合
と
し
て
、
⑥
　
取
締
役
会
社
間
の
訴
訟
に
お
け
る
会
社
代
表
者
の
選
任
決
議
に
当
該
取
締
役
た
る
株
主
が
参

　
　
　
　
（
49
）

加
し
た
場
合
や
（
監
査
特
例
法
二
四
条
二
項
、
な
お
同
三
項
参
照
）
、
⑯
　
取
締
役
の
提
出
し
た
書
類
及
び
監
査
役
の
報
告
書
を
調
査
す
る
検
査

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

役
の
選
任
決
議
に
当
該
取
締
役
ま
た
は
監
査
役
た
る
株
主
が
参
加
し
た
場
合
（
商
壬
二
八
条
）
な
ど
が
あ
る
が
、
㈲
の
場
合
と
同
様
に
解
す

る
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
そ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
の
検
討
の
結
果
を
整
理
し
た
い
．
第
一
に
、
特
別
利
害
関
係
は
決
議
内
容
が
不
当
で
あ
る
と
き
は
じ
め
て
問
題
と

な
る
．
な
お
、
親
子
、
夫
婦
は
同
一
の
経
済
的
利
害
関
係
を
有
す
る
も
の
と
推
定
さ
れ
る
と
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
第
二
に
、
決
議
に

は
、
内
容
上
の
量
的
な
差
異
に
よ
っ
て
不
当
決
議
と
な
る
場
合
（
⑥
㈲
㈲
⑥
の
各
場
合
、
た
だ
し
、
ω
の
場
合
は
違
法
決
議
で
あ
る
．
）
、
一
般
的

に
は
不
当
決
議
と
は
い
え
な
い
が
．
特
別
利
害
関
係
株
主
が
参
加
し
た
結
果
成
立
す
る
と
不
当
決
議
と
な
る
と
解
す
べ
き
場
合
（
⑥
㈲
㈲

の
各
場
合
）
、
お
よ
び
不
当
決
議
と
は
な
り
え
な
い
場
合
（
ω
㈹
の
各
場
合
）
の
三
種
類
が
あ
る
。
第
三
に
、
内
容
上
の
量
的
な
差
異
を
生
ず

る
決
議
は
、
公
正
妥
当
な
客
観
的
基
準
が
存
在
し
う
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
理
念
型
と
し
て
、
C
り
公
正
妥
当
な
客

観
的
基
準
に
合
致
す
る
適
法
な
決
議
、
ω
こ
の
基
準
に
合
致
し
な
い
不
当
な
内
容
で
あ
る
が
適
法
な
決
議
、
㈲
こ
の
基
準
に
合
致
し
な
い

不
当
な
内
容
で
あ
り
か
つ
株
主
間
に
軽
微
な
不
平
等
を
生
ぜ
し
め
る
取
消
し
う
べ
き
決
議
の
三
種
に
分
類
し
う
る
。
な
お
、
＠
そ
の
内
容

が
こ
の
基
準
か
ら
懸
け
離
れ
て
お
り
株
主
に
多
大
の
損
害
を
被
ら
せ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
多
数
決
原
理
に
よ
る
こ
と
が
妥
当
で
な
い
に
も
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（
51
）

か
か
わ
ら
ず
こ
の
原
理
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
決
議
は
違
法
決
議
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
は
か
な
ら
ず
し
も
段
階
的
に
存
在
す
る
の
で

は
な
く
、
重
層
的
に
存
在
す
る
。
た
と
え
ば
、
同
一
内
容
の
決
議
で
あ
っ
て
も
、
特
別
利
害
関
係
株
主
の
参
加
の
有
無
に
よ
り
、
ω
ま
た

は
㈲
の
決
議
の
い
ず
れ
か
に
分
れ
、
ま
た
＠
の
決
議
と
な
る
場
合
で
も
株
主
全
員
の
同
意
が
あ
れ
ば
q
り
の
決
議
と
な
る
。

　
そ
れ
で
は
、
決
議
の
不
当
性
を
大
小
に
分
け
、
そ
の
小
な
る
も
の
を
不
当
決
議
、
大
な
る
も
の
を
違
法
決
議
と
し
、
決
議
を
右
の
第
三

の
O
り
～
＠
の
決
議
に
分
類
す
る
こ
と
を
認
め
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
、
理
念
型
と
し
て
は
認
め
う
る
が
、
公
正
妥
当
な
る
客
観
的

基
準
な
る
も
の
が
厳
密
か
つ
正
確
に
定
め
う
る
も
の
で
あ
れ
ば
と
も
か
く
、
相
当
の
幅
を
も
っ
て
定
め
ざ
る
を
え
な
い
場
合
が
ほ
と
ん
ど

で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
現
実
に
は
ω
の
決
議
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
C
り
の
決
議
と
＠
の
決
議
に
吸
収
さ
れ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
52
）

す
る
と
、
商
法
二
四
七
条
一
項
三
号
を
も
っ
て
多
数
決
濫
用
の
一
場
合
を
規
制
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
見
解
に
従
う
べ
ぎ
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
ま
ず
ω
な
い
し
は
㈲
の
決
議
は
現
実
か
つ
確
実
に
不
存
在
で
あ
る
と
も
い
え
ず
、
ま
た
株
主
平
等
原
則
違

反
に
も
そ
の
程
度
に
よ
り
大
小
の
区
分
が
あ
り
え
、
さ
ら
に
＠
の
決
議
の
違
法
性
は
実
質
的
に
は
内
容
に
関
し
、
ま
た
本
来
多
数
決
原
理

に
よ
る
べ
き
で
な
い
の
に
こ
の
原
理
に
よ
っ
た
こ
と
は
手
続
法
違
反
で
は
あ
る
が
重
大
な
鍛
疵
で
あ
っ
て
決
議
不
存
在
と
も
評
価
す
べ
き

で
あ
る
か
ら
、
右
の
分
類
は
成
立
し
う
る
も
の
と
考
え
た
い
。
そ
し
て
、
右
の
個
別
具
体
例
に
お
い
て
論
じ
た
解
釈
を
現
在
の
と
こ
ろ
維

持
し
、
今
後
の
判
例
の
動
向
に
注
目
す
る
こ
と
に
し
た
い
．

　
右
の
解
釈
は
多
数
決
濫
用
と
の
関
係
で
い
え
ば
、
特
別
利
害
関
係
株
主
に
よ
る
多
数
決
濫
用
の
う
ち
、
そ
の
不
当
性
の
軽
微
な
も
の
の

み
が
取
消
原
因
に
移
さ
れ
た
と
の
理
解
を
前
提
と
す
る
。
そ
し
て
、
特
別
利
害
関
係
株
主
に
よ
る
と
は
い
え
な
い
多
数
決
濫
用
な
る
も
の

が
存
在
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
不
当
性
の
軽
微
な
も
の
に
つ
い
て
商
法
二
四
七
条
一
項
三
号
の
適
用
な
い
し
は
類
推
適
用
が
問
題
と
な
る

が
、
特
別
利
害
関
係
な
る
字
句
の
付
加
が
こ
の
規
定
の
適
用
範
囲
を
明
確
に
す
る
た
め
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
こ
れ
を
否
定
す

べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
他
の
多
数
決
濫
用
決
議
は
無
効
と
解
す
る
．
そ
し
て
、
そ
う
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
問
題
も
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
53
）

た
解
釈
に
よ
っ
て
解
決
す
べ
き
で
あ
る
。
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（
M
）

　
つ
ぎ
に
、
特
別
利
害
関
係
（
な
い
し
は
決
議
の
不
当
性
）
が
客
観
的
に
明
白
で
な
い
場
合
の
取
扱
い
が
問
題
と
な
る
が
、
一
律
に
提
訴
期

間
限
定
（
商
二
四
八
条
一
項
）
を
適
用
す
る
こ
と
は
少
数
派
株
主
に
酷
で
あ
る
か
ら
、
少
数
派
株
主
が
そ
の
事
実
を
知
っ
た
と
き
ま
た
は
知

り
う
べ
き
と
き
を
提
訴
期
間
の
始
期
と
解
す
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
．
こ
の
よ
う
に
解
し
て
も
、
決
議
後
長
期
間
が
経
過
す
る
と
訴
の
利
益
が
消

滅
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
し
か
し
、
右
の
⑥
の
場
合
に
は
合
併
無
効
の
訴
の
提
訴
期
間
（
商
四
工
ハ
条
一
項
．
一
〇
五
条
一
項
）
の
終
期
ま

で
延
長
す
る
意
味
が
あ
り
、
⑥
⑥
の
各
場
合
に
は
、
新
株
引
受
人
に
対
し
て
公
正
妥
当
な
基
準
額
と
発
行
価
額
の
差
額
の
支
払
い
を
求
め

（
商
二
八
O
条
ノ
一
一
第
一
項
）
、
ま
た
取
締
役
に
対
し
て
損
害
賠
償
請
求
を
な
す
た
め
に
は
（
商
二
六
六
条
一
項
五
号
）
、
決
議
を
取
消
す
必
要

　
　
（
5
5
）

が
あ
る
か
ら
訴
の
利
益
は
認
め
ら
れ
る
。

　
最
後
に
、
残
さ
れ
た
問
題
を
検
討
す
る
．
そ
の
一
の
問
題
は
、
商
法
二
四
七
条
一
項
三
号
の
「
著
シ
ク
不
当
」
の
“
著
し
く
”
の
意
味

を
ど
の
よ
う
に
解
す
べ
き
か
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
商
法
二
八
○
条
ノ
ニ
第
二
項
「
特
二
有
利
ナ
」
の
厚
特
に
“
、
あ
る
い
は
商

法
二
八
○
条
ノ
ニ
第
一
項
の
「
著
シ
ク
不
公
正
」
の
厚
著
し
く
”
に
つ
い
て
の
解
釈
が
参
考
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
条
文
が
“
特
に
”

と
か
“
著
し
く
〃
と
い
う
字
句
を
挿
入
し
て
い
る
の
は
、
軽
微
な
場
合
を
除
く
と
い
う
積
極
的
な
意
味
を
持
た
せ
る
た
め
で
は
な
く
、
そ

の
有
利
性
あ
る
い
は
不
公
正
さ
の
判
断
が
か
な
ら
ず
し
も
容
易
で
な
い
こ
と
を
考
慮
し
て
、
有
利
性
や
不
公
正
さ
が
明
白
で
あ
る
こ
と
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
56
）

要
求
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
解
す
る
説
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
字
旬
は
軽
微
な
有
利
性
や
不
公
正
さ
を
無
視
す
る
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
57
）

め
に
付
加
さ
れ
た
と
解
す
る
説
も
あ
る
．
し
か
し
、
実
際
上
多
く
の
場
合
に
後
説
の
如
く
機
能
す
る
と
し
て
も
、
も
し
有
利
性
や
不
公
正

さ
が
明
白
で
あ
れ
ば
僅
か
な
有
利
性
あ
る
い
は
不
公
正
さ
も
無
視
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
ら
、
理
論
的
に
は
前
説
が
正
当
で
あ
る
。
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
58
）

ゆ
え
、
著
し
く
不
当
な
決
議
と
は
不
当
な
決
議
の
意
味
で
あ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
．

　
そ
の
二
の
間
題
は
、
特
別
利
害
関
係
株
主
が
決
議
に
参
加
し
た
結
果
そ
の
決
議
が
成
立
し
た
場
合
に
、
そ
の
決
議
を
訴
訟
物
と
す
る
決

議
取
消
の
訴
が
提
起
さ
れ
た
場
合
に
は
、
原
告
は
そ
の
決
議
内
容
の
不
当
性
の
立
証
を
要
せ
ず
、
被
告
会
社
側
が
決
議
内
容
の
公
正
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）

っ
た
旨
を
立
証
し
な
い
か
ぎ
り
、
そ
の
決
議
は
不
当
な
決
議
と
し
て
取
消
さ
れ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
見
解
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
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妥
当
で
あ
る
か
で
あ
る
。
こ
の
見
解
は
、
決
議
の
不
当
性
が
か
な
ら
ず
し
も
明
白
で
な
い
こ
と
を
考
慮
し
、
少
数
派
株
主
の
保
護
を
目
的

と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
姿
勢
に
は
共
感
す
る
が
、
右
の
⑥
㈲
㈲
⑥
の
各
場
合
に
こ
の
よ
う
に
解
し
て
も
そ
れ
ほ
ど
の
意
味
が
あ
る
と

は
思
え
な
い
．
な
ぜ
な
ら
、
被
告
会
社
側
は
当
然
そ
の
内
容
が
公
正
で
あ
る
と
し
て
立
証
主
張
を
な
す
で
あ
ろ
う
か
ら
、
原
告
が
そ
の
内

容
の
不
当
性
を
立
証
し
え
な
い
の
で
は
お
よ
そ
勝
訴
の
見
込
み
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
㈲
働
⑯
の
各
場
合
は
、
立
証
責
任
の
転
換

あ
る
い
は
不
当
性
の
推
定
を
認
め
て
も
意
味
は
な
い
．
な
ぜ
な
ら
、
取
締
役
の
責
任
免
除
は
法
定
要
件
を
満
す
か
ぎ
り
妥
当
な
行
為
で
あ

り
、
ま
た
会
社
の
訴
訟
代
表
者
や
検
査
役
の
選
定
も
、
選
定
自
体
に
は
た
し
て
不
当
性
が
あ
る
と
い
え
る
の
か
疑
問
で
あ
り
、
少
な
く
と

も
外
観
上
は
利
害
関
係
の
稀
薄
な
者
を
選
定
す
る
の
が
通
常
で
あ
ろ
う
か
ら
、
決
議
の
不
当
性
の
立
証
は
困
難
で
も
、
公
正
で
あ
る
旨
の

立
証
は
容
易
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
．

　
そ
の
三
の
間
題
は
、
商
法
二
四
七
条
一
項
三
号
は
、
特
別
利
害
関
係
株
主
が
決
議
に
参
加
し
た
こ
と
と
、
決
議
の
内
容
が
不
当
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
0
）

こ
と
と
の
間
に
、
因
果
関
係
の
あ
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
が
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
解
す
る
か
で
あ
る
．
す
な
わ
ち
、
文
言
通
り
解
釈
す

る
と
す
れ
ば
、
多
数
派
株
主
が
参
加
し
た
結
果
、
株
主
総
会
出
席
株
式
数
の
過
半
数
ま
た
は
三
分
の
二
以
上
の
多
数
あ
る
い
は
発
行
済
株

式
総
数
の
三
分
の
二
以
上
の
多
数
に
よ
り
不
当
決
議
が
成
立
し
た
場
合
に
は
、
こ
の
因
果
関
係
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、

特
別
利
害
関
係
株
主
が
、
発
行
済
株
式
総
数
の
過
半
数
を
有
し
て
い
る
と
ぎ
は
、
普
通
決
議
お
よ
び
特
別
決
議
が
、
発
行
済
株
式
総
数
の

三
分
の
一
を
超
え
る
株
式
を
有
す
る
と
き
は
、
発
行
済
株
式
総
数
の
三
分
の
二
以
上
の
多
数
で
成
立
す
る
特
殊
の
決
議
が
い
ず
れ
も
彼
の

賛
成
に
よ
っ
て
取
消
し
う
べ
き
決
議
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
結
果
は
新
制
度
の
方
が
旧
制
度
よ
り
も
多
数
派
株
主
に
と
っ
て
不
利

と
な
る
が
、
そ
れ
で
よ
い
か
の
問
題
で
あ
る
．
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
旧
制
度
か
ら
新
制
度
へ
の
移
行
が
決
議
内
容
の
妥
当
性
を
担
保
す
る

た
め
に
な
さ
れ
た
と
も
解
し
え
ず
、
旧
制
度
の
有
す
る
欠
陥
を
是
正
す
る
た
め
に
の
み
行
な
わ
れ
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
多
数
派
株
主
の
有

す
る
株
式
数
を
除
き
、
旧
制
度
に
お
け
る
と
同
様
に
定
足
数
を
算
定
し
て
、
決
議
が
成
立
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
因
果
関
係
は
切
断
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）

る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
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（
2
2
）
　
前
掲
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
三
七
号
の
研
究
会
に
お
け
る
鴻
発
言
（
一
〇
四
頁
）
は
「
従
来
の
解
釈
が
よ
か
っ
た
の
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
従
来
あ

　
る
べ
き
解
釈
な
る
も
の
が
今
後
の
特
別
利
害
関
係
の
範
囲
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。
も
っ
と
も
、
鴻
ほ
か
「
改
正
会
社
法
セ
ミ
ナ
ー
」
〈
研
究
会
〉
（
ジ

　
ュ
リ
ス
ト
七
九
〇
号
〈
昭
和
五
八
年
〉
九
六
頁
）
株
主
総
会
”
改
正
会
社
法
セ
ミ
ナ
ー
②
（
昭
和
五
九
年
）
一
二
六
頁
以
下
の
鴻
発
言
は
、
前
記
発

　
言
と
同
様
の
発
言
の
後
「
私
も
事
前
（
旧
制
度
”
筆
者
注
）
と
事
後
（
新
制
度
に
筆
者
注
）
の
違
い
で
そ
う
い
う
違
い
が
出
て
く
る
と
思
う
け
れ
ど

　
も
、
『
特
別
な
利
害
関
係
』
と
い
う
以
上
、
特
別
の
利
害
関
係
と
い
う
言
葉
の
意
味
す
る
範
囲
と
い
う
こ
と
は
自
ず
か
ら
あ
っ
て
、
そ
の
範
囲
で
出
来

　
る
だ
け
狭
く
解
す
る
と
か
、
広
く
解
す
べ
き
だ
と
い
う
の
な
ら
わ
か
る
け
れ
ど
も
、
i
略
－
全
く
同
じ
だ
と
い
う
意
味
で
は
な
い
の
で
す
．
」
と
述
べ

　
る
。
し
た
が
っ
て
、
従
来
よ
り
も
広
く
解
す
る
こ
と
に
反
対
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
ほ
か
に
異
論
を
み
な
い
．
な
お
、
大
賀
祥

充
・
改
正
会
社
法
講
話
（
昭
和
五
七
年
）
一
九
一
頁
は
、
広
く
解
す
る
と
取
締
役
会
決
議
の
場
合
と
の
理
論
的
な
整
序
な
い
し
は
解
釈
等
の
限
界
の

　
検
討
を
要
す
る
と
す
る
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

（
2
3
）
　
こ
の
問
題
に
関
す
る
研
究
は
ぎ
わ
め
て
多
い
．
神
田
前
掲
法
学
協
会
雑
誌
九
巻
六
号
七
七
四
頁
以
下
な
ど
参
照
．

（
2
4
）
　
喜
多
前
掲
商
事
法
務
九
一
九
号
二
八
頁
、
同
前
掲
金
融
・
商
事
判
例
八
八
頁
．

（
25
）
　
服
部
栄
三
・
会
社
法
通
論
第
二
版
（
昭
和
五
七
年
）
一
〇
七
頁
、
高
鳥
前
掲
会
社
法
（
改
訂
版
）
一
四
八
頁
、
結
果
同
旨
“
加
藤
良
三
・
学
説
・

判
例
に
よ
る
株
式
会
社
法
1
〈
新
訂
版
〉
（
昭
和
五
九
年
）
三
七
八
頁
．

（
2
6
）
　
旧
制
度
の
特
別
利
害
関
係
に
つ
い
て
の
判
例
通
説
は
個
人
法
説
で
あ
る
が
、
同
じ
個
人
法
説
の
立
場
に
あ
っ
て
も
、
具
体
的
な
事
例
に
つ
い
て

　
は
見
解
が
分
れ
て
い
た
こ
と
を
想
起
す
べ
き
で
あ
る
（
岩
原
前
掲
新
版
注
釈
会
社
法
三
二
三
頁
参
照
）
．

（
2
7
）
　
旧
法
に
お
い
て
は
合
併
決
議
の
場
合
は
否
定
説
が
有
力
で
あ
っ
た
が
（
岩
原
前
掲
新
版
注
釈
会
社
法
三
二
四
頁
）
、
現
行
法
の
下
に
お
い
て
は

　
こ
れ
を
否
定
す
る
者
は
い
な
い
（
喜
多
前
掲
商
事
法
務
九
一
九
号
二
九
頁
、
神
崎
克
郎
「
株
主
総
会
〈
そ
の
2
〉
」
税
経
セ
ミ
ナ
ー
二
六
巻
一
三
号

〈
昭
和
五
六
年
〉
四
二
頁
、
河
本
一
郎
・
現
代
会
社
法
〈
新
訂
第
二
版
〉
〈
昭
和
五
七
年
〉
三
四
三
頁
な
ど
参
照
）
。

（
2
8
）
　
南
保
勝
美
「
商
法
二
四
七
条
一
項
三
号
に
つ
い
て
」
法
律
論
叢
五
九
巻
四
号
（
昭
和
六
二
年
）
一
二
三
頁
は
こ
の
場
合
の
特
別
利
害
関
係
を
否

定
す
る
。
な
お
、
龍
田
前
掲
権
利
の
濫
用
中
一
四
三
頁
は
、
こ
の
場
合
に
多
数
決
濫
用
を
認
め
な
い
。

（
29
）
　
龍
田
前
掲
企
業
会
計
三
三
巻
九
号
六
七
頁
、
倉
沢
前
掲
改
正
会
社
法
詳
説
九
八
頁
、
今
井
前
掲
民
商
法
雑
誌
八
五
巻
三
号
四
三
三
頁
、
大
隅
”

今
井
前
掲
新
版
会
社
法
論
中
巻
－
一
〇
四
頁
．

（
3
0
）
　
喜
多
前
掲
商
事
法
務
九
一
九
号
二
七
頁
、
同
前
掲
金
融
・
商
事
判
例
六
五
一
号
八
八
頁
、
別
府
三
郎
「
多
数
決
の
濫
用
に
関
す
る
覚
え
書
」
法

学
論
集
一
八
巻
一
・
二
合
併
号
（
昭
和
五
八
年
）
二
六
頁
、
同
「
多
数
決
の
濫
用
」
蓮
井
還
暦
記
念
・
改
正
会
社
法
の
研
究
（
昭
和
五
九
年
）
二
一

〇
頁
、
鴻
ほ
か
前
掲
株
主
総
会
一
二
〇
頁
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
九
〇
号
九
四
頁
）
の
河
本
発
言
。
な
お
、
同
株
主
総
会
二
一
五
頁
以
下
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
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七
九
〇
号
九
五
頁
以
下
）
参
照
。

（
3
1
）
　
北
沢
正
啓
・
会
社
法
〔
新
版
〕
（
昭
和
五
七
年
）
は
、
「
改
正
法
の
規
定
が
、
多
数
決
の
濫
用
の
場
合
（
例
え
ば
、
小
株
主
の
追
放
の
た
め
の
株

式
併
合
の
決
議
）
を
も
包
摂
し
う
る
か
は
疑
問
で
あ
る
」
と
す
る
（
同
・
改
正
株
式
会
社
法
解
説
〈
昭
和
五
六
年
〉
六
二
頁
参
照
）
．
ま
た
、
田
中

誠
二
・
再
全
訂
会
社
法
詳
論
（
上
巻
）
（
昭
和
五
七
年
）
五
〇
四
頁
以
下
は
、
小
株
主
の
追
放
の
た
め
の
株
式
併
合
の
決
議
は
、
三
ケ
月
の
期
間
経

過
に
よ
り
救
済
不
能
と
な
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
く
、
無
効
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
．

（
3
2
）
　
今
井
前
掲
民
商
法
雑
誌
四
三
三
頁
以
下
参
照
．

（
3
3
）
　
鴻
ほ
か
前
掲
株
主
総
会
二
〇
八
頁
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
九
〇
号
九
三
頁
）
の
稲
葉
発
言
は
、
環
疵
を
大
小
に
区
別
し
、
大
の
堰
疵
は
無
効
原
因
、

小
の
蝦
疵
は
取
消
原
因
に
な
る
と
す
る
．

（
3
4
）
　
出
口
正
義
「
株
主
の
誠
実
義
務
（
五
・
完
）
」
筑
波
法
政
九
号
（
昭
和
六
一
年
）
一
一
三
頁
以
下
。

（
3
5
）
　
出
口
前
掲
商
学
討
究
三
三
巻
一
号
六
一
頁
は
、
取
締
役
の
欠
格
事
由
が
実
質
的
に
商
法
二
五
四
条
ノ
ニ
の
各
号
の
場
合
に
か
ぎ
ら
れ
る
か
に
つ

　
い
て
疑
問
を
提
示
す
る
．
し
か
し
、
も
し
実
質
的
な
欠
格
事
由
が
あ
る
と
す
れ
ば
商
法
二
五
四
条
ノ
ニ
の
類
推
適
用
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ

　
う
。

パ　　　パ　　　　　　　　　パ　　パ

41　40　39　38　37　36
）　　　）　　　）　　　）　　　）　　）利

害
関
係
」

（
4
2
）年

）
頁
、

価
額
」

五
三
年
）

差
止
」
新
版
注
釈
会
社
法

南
保
前
掲
法
律
論
叢
五
九
巻
四
号
一
二
二
頁
。

出
口
前
掲
筑
波
法
政
九
号
一
一
五
頁
以
下
。

出
口
前
掲
筑
波
法
政
九
号
一
一
七
頁
、
南
保
前
掲
法
律
論
叢
五
九
巻
四
号
一
二
三
頁
。

大
隅
”
今
井
前
掲
新
版
会
社
法
論
中
巻
－
一
五
九
頁
。

南
保
前
掲
法
律
論
叢
五
九
巻
四
号
一
二
三
頁
．

龍
田
節
「
合
併
の
公
正
維
持
」
法
学
論
叢
八
二
巻
二
・
三
・
四
号
（
昭
和
四
三
年
）
三
〇
〇
頁
以
下
、
柿
崎
栄
治
「
株
主
総
会
に
お
け
る
特
別

　
　
　
民
商
法
雑
誌
六
八
巻
二
号
二
五
四
頁
参
照
．

高
鳥
正
夫
「
新
株
引
受
権
と
有
利
発
行
」
（
慶
鷹
義
塾
創
立
百
年
記
念
論
文
集
〈
昭
和
三
三
年
〉
）
会
社
法
の
諸
問
題
〔
増
補
版
〕
（
昭
和
五
六

五
一
一
頁
、
鈴
木
竹
雄
「
新
株
発
行
の
差
止
と
無
効
」
（
裁
判
と
法
・
下
〈
昭
和
四
二
年
〉
）
商
法
研
究
皿
会
社
法
ω
（
昭
和
四
六
年
）
二
二
〇

大
森
忠
夫
「
発
行
事
項
に
関
す
る
決
定
」
注
釈
会
社
法
㈲
新
株
の
発
行
（
昭
和
四
三
年
）
五
二
頁
、
阪
埜
光
男
「
第
三
者
割
当
と
新
株
の
発
行

　
法
学
研
究
五
一
巻
一
一
号
（
昭
和
五
三
年
）
五
二
頁
以
下
、
宮
島
司
「
企
業
結
合
と
新
株
の
有
利
発
行
」
法
学
研
究
五
一
巻
一
一
号
（
昭
和

　
　
一
二
二
頁
以
下
、
森
本
滋
「
発
行
事
項
に
関
す
る
決
定
」
新
版
注
釈
会
社
法
（
昭
和
六
二
年
）
六
六
頁
以
下
、
近
藤
弘
二
「
新
株
発
行
の

　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
六
二
年
）
三
〇
六
頁
以
下
な
ど
参
照
．
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（
4
3
）
　
も
っ
と
も
、
決
議
内
容
の
不
当
性
が
特
別
利
害
関
係
を
推
定
せ
し
め
る
こ
と
も
あ
り
え
よ
う
。

（
必
）
　
北
沢
前
掲
会
社
法
五
六
で
頁
、
竹
内
前
掲
解
説
三
七
頁
。

（
4
5
）
　
北
沢
前
掲
会
社
法
六
二
三
頁
。

（
4
6
）
　
旧
制
度
に
お
け
る
通
説
。
た
だ
し
、
龍
田
前
掲
法
学
論
叢
六
四
巻
三
号
六
一
頁
は
「
自
分
で
自
分
の
責
任
を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
は
た
し
か
に
不

　
都
合
で
あ
る
．
」
と
す
る
が
こ
の
場
合
で
も
、
事
前
の
議
決
権
排
除
の
妥
当
性
は
疑
問
で
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
立
場
で
は
こ
の
場
合
の
決
議

　
内
容
の
不
当
性
を
ど
の
様
に
考
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
4
7
）
　
竹
内
昭
夫
「
株
主
総
会
制
度
改
正
の
諸
問
題
」
（
㊦
・
商
事
法
務
七
八
七
号
一
六
頁
〈
昭
和
五
二
年
〉
）
会
社
法
の
理
論
H
（
昭
和
五
九
年
）
三

　
一
頁
．

（
4
8
）
　
南
保
前
掲
法
律
論
叢
五
九
巻
四
号
一
二
六
頁
．

（
4
9
）
　
旧
制
度
に
つ
い
て
龍
田
前
掲
法
学
論
叢
六
四
巻
三
号
六
二
頁
参
照
．

（
5
0
）
　
同
法
学
論
叢
六
四
巻
三
号
六
一
頁
は
、
「
監
督
的
機
能
の
実
効
性
を
確
保
す
る
た
め
に
は
被
監
督
者
か
ら
独
立
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
者
を
排
除
す
れ
ば
、
場
合
に
よ
っ
て
は
少
数
株
主
権
よ
り
軽
い
要
件
で
『
機
関
』
を
選
び
、
少
数
株
主
権
以
上
の
権
限
を
行
使

　
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
検
査
の
公
正
、
監
督
者
の
独
立
は
、
資
格
の
法
定
や
公
的
機
関
な
ど
に
よ
っ
て
図
る
べ
き
で
あ
る
．
」
と
す
る
．
こ
の
見
解
は

新
制
度
に
お
い
て
も
維
持
し
え
よ
う
が
、
こ
の
立
場
で
は
明
白
に
当
該
取
締
役
ま
た
は
監
査
役
の
支
配
下
に
あ
る
者
し
か
排
斥
し
え
な
い
．
外
観
上

支
配
下
に
あ
る
か
否
か
が
明
白
で
な
い
が
、
事
実
上
支
配
下
に
あ
る
者
が
選
任
さ
れ
る
こ
と
を
ゆ
る
す
こ
と
に
な
る
の
は
不
都
合
で
あ
り
、
む
し
ろ

　
こ
の
場
合
は
少
数
派
株
主
の
代
表
が
選
任
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
．
こ
の
こ
と
は
⑥
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。

（
5
1
）
　
多
数
決
濫
用
決
議
と
い
っ
て
も
よ
い
。
な
お
、
岩
原
前
掲
新
版
会
社
法
三
二
五
頁
以
下
参
照
．

（
5
2
）
　
注
（
2
9
）
・
（
3
0
）
参
照
．

（
5
3
）
　
岩
原
紳
作
「
株
主
総
会
決
議
を
争
う
訴
訟
の
構
造
（
九
・
完
）
」
法
学
協
会
雑
誌
九
七
巻
八
号
（
昭
和
五
五
年
）
二
一
一
頁
、
同
前
掲
新
版

　
注
釈
会
社
法
㈲
三
二
六
頁
．

（
5
4
）
　
福
岡
前
掲
金
融
・
商
事
判
例
五
七
二
号
四
六
頁
は
、
「
提
訴
期
間
経
過
後
で
な
け
れ
ば
損
害
顕
著
性
を
認
め
難
い
場
合
も
あ
り
得
る
…
…
」
と
す

　
る
。

（
5
5
）
　
こ
の
よ
う
な
場
合
に
、
新
株
引
受
人
や
取
締
役
の
責
任
を
追
及
す
る
前
提
と
し
て
、
決
議
の
取
消
を
要
し
な
い
と
解
す
る
説
が
あ
る
（
中
野
貞

　
一
郎
「
総
会
決
議
取
消
の
訴
と
『
訴
の
利
益
』
」
商
事
法
務
研
究
一
〇
四
号
〈
昭
和
三
三
年
〉
四
頁
、
椎
原
国
隆
「
判
批
」
〈
ジ
ュ
リ
ス
ト
ニ
ニ
五
号

ー
昭
和
三
六
年
ー
八
四
頁
〉
商
事
判
例
研
究
昭
和
三
三
年
度
〈
昭
和
四
一
年
〉
一
一
二
頁
、
谷
口
安
平
「
判
批
」
民
商
法
雑
誌
五
四
巻
二
号
く
昭
和
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四
一
年
〉
二
〇
三
頁
）
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
学
説
は
、
取
締
役
の
理
由
開
示
が
不
適
法
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
、
決
議
当
時
の
株
主
に
と
っ
て
か
な

ら
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
取
締
役
の
任
務
慨
怠
が
あ
っ
た
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
．
し
か
し
、
こ
こ
で
は
発
行
価
額
の
不
当
性
の
み
が
問
題
な
の

で
あ
り
、
そ
の
不
当
性
は
決
議
当
時
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
特
別
利
害
関
係
株
主
が
決
議
に
参
加
し
て
い
な
け
れ
ば
適
法
な
決
議
で

あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
公
正
妥
当
な
発
行
価
額
と
の
差
額
を
問
題
に
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
決
議
を
取
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
矢
沢
惇
「
判
批
」

会
社
判
例
百
選
第
一
版
〈
昭
和
三
九
年
〉
一
二
九
頁
）
．
な
お
、
西
原
寛
一
「
判
批
」
民
商
法
雑
誌
四
七
巻
二
号
（
昭
和
三
七
年
）
三
〇
七
頁
、
石
川

明
「
判
批
」
民
商
法
雑
誌
六
三
巻
六
号
（
昭
和
四
六
年
）
九
〇
〇
頁
な
ど
取
消
を
要
す
る
と
す
る
説
参
照
．

（
5
6
）
　
鈴
木
前
掲
商
法
研
究
皿
二
一
二
頁
．
な
お
、
森
本
前
掲
新
版
注
釈
会
社
法
ω
七
六
頁
参
照
．
ま
た
、
特
に
有
利
な
発
行
価
額
の
意
味
を
、
発
行

価
額
が
特
に
有
利
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
第
三
者
に
有
利
な
価
額
で
発
行
す
る
こ
と
が
特
に
の
意
味
で
あ
る
と
解
す
る
説
が
あ
る
が
（
服

部
栄
三
「
第
三
者
の
新
株
引
受
権
に
関
す
る
商
法
改
正
に
つ
い
て
」
企
業
会
計
一
九
巻
一
号
〈
昭
和
四
二
年
〉
二
二
頁
、
阪
埜
光
男
・
新
株
引
受
権

　
の
法
理
〈
昭
和
四
四
年
〉
二
〇
三
頁
、
宮
島
司
前
掲
法
学
研
究
五
一
巻
一
一
号
一
二
一
頁
）
、
そ
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
は
鈴
木
説
と
ほ
ぽ
同
様
で
あ

　
る
。

（
5
7
）
　
大
森
忠
夫
・
大
森
閥
矢
沢
ほ
か
編
注
釈
会
社
法
㈲
新
株
発
行
（
昭
和
四
三
年
）
五
三
頁
、
田
中
誠
二
・
再
全
訂
会
社
法
詳
論
（
下
巻
）
（
昭
和
五

七
年
）
九
二
〇
頁
、
大
隅
“
今
井
前
掲
新
版
会
社
法
論
中
巻
n
五
八
六
頁
、
森
本
前
掲
新
版
注
釈
会
社
法
ω
七
五
頁
な
ど
．

（
5
8
）
　
近
藤
弘
二
「
不
公
正
な
価
格
で
株
式
を
引
き
受
け
た
者
の
責
任
」
新
版
注
釈
会
社
法
ω
新
株
の
発
行
（
昭
和
六
二
年
）
三
〇
八
頁
．

（
5
9
）
　
神
田
前
掲
法
学
協
会
雑
誌
九
九
巻
二
号
二
九
〇
頁
、
岩
原
前
掲
新
版
注
釈
会
社
法
三
二
七
頁
、
出
口
正
義
「
取
締
役
の
議
決
権
排
除
」
筑
波
法

政
一
〇
号
（
昭
和
六
二
年
）
一
三
頁
．

（
6
0
）
　
喜
多
前
掲
商
事
法
務
九
一
九
号
二
六
頁
、
同
前
掲
金
融
・
商
事
判
例
六
五
一
号
八
七
頁
、
南
保
前
掲
法
律
論
叢
五
九
巻
四
号
一
二
〇
頁
．

（
6
1
）
　
神
田
前
掲
法
学
協
会
雑
誌
九
九
巻
二
号
二
九
七
頁
・
二
九
九
頁
．

四
　
若
干
の
立
法
論

　
特
別
利
害
関
係
株
主
の
議
決
権
行
使
に
関
す
る
新
制
度
の
旧
制
度
に
対
す
る
有
利
不
利
は
二
に
お
い
て
論
じ
た
が
、
三
の
解
釈
論
的
検

討
に
よ
っ
て
新
制
度
の
欠
陥
は
よ
り
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
と
く
に
問
題
と
な
る
の
は
、
⑧
の
取
締
役
の
責
任
免
除
決
議
に
当
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該
取
締
役
た
る
株
主
が
参
加
し
た
場
合
を
新
制
度
に
よ
り
解
決
す
る
際
に
無
理
な
解
釈
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
働
の

会
社
取
締
役
間
訴
訟
に
お
け
る
訴
訟
代
表
老
の
選
任
決
議
に
当
該
取
締
役
た
る
株
主
が
参
加
し
た
場
合
、
⑯
の
検
査
役
選
任
決
議
に
検
査

の
対
象
と
な
る
取
締
役
ま
た
は
監
査
役
た
る
株
主
が
参
加
し
た
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
、
特
別
利
害
関
係
株
主
の
議
決
権
行
使
と

不
当
決
議
成
立
と
の
因
果
関
係
は
、
特
別
利
害
関
係
株
主
の
有
す
る
議
決
権
を
排
除
し
て
も
、
す
な
わ
ち
旧
制
度
に
よ
っ
て
も
成
立
す
る

場
合
に
は
切
断
す
る
旨
を
明
白
に
す
る
べ
き
で
あ
る
。

　
昭
和
五
六
年
商
法
改
正
法
に
よ
り
新
制
度
が
採
用
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
は
、
同
時
に
ド
イ
ッ
株
式
法
二
一
六
条
一
項
の
よ
う
に
議
決
権

行
使
が
排
除
さ
れ
る
場
合
を
具
体
的
に
列
挙
す
る
方
式
、
旧
商
法
二
一
二
九
条
五
項
・
二
五
三
条
を
削
除
し
、
す
べ
て
を
議
決
権
濫
用
の
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
2
）

理
に
よ
り
対
処
す
る
方
式
が
検
討
さ
れ
た
。
し
か
し
、
右
の
第
一
の
方
式
は
、
ま
ず
ど
の
よ
う
な
範
囲
の
も
の
を
特
別
利
害
関
係
と
す
る

の
か
が
問
題
で
あ
り
、
つ
ぎ
に
議
決
権
行
使
を
排
除
す
る
の
で
あ
れ
ば
そ
の
結
果
不
当
決
議
が
生
じ
た
と
き
の
救
済
の
、
ま
た
排
除
し
な

い
場
合
の
た
め
に
そ
の
結
果
不
当
決
議
が
成
立
し
た
と
き
の
救
済
の
手
段
を
講
じ
る
必
要
が
あ
る
が
、
二
通
り
の
救
済
手
段
を
構
ず
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
3
）

と
は
煩
雑
で
あ
り
、
さ
ら
に
ど
う
し
て
も
資
本
多
数
決
の
例
外
を
認
め
る
こ
と
の
妥
当
性
の
問
題
が
残
る
な
ど
の
理
由
に
よ
り
不
採
用
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
4
）

な
っ
た
。
ま
た
、
第
二
の
方
式
は
、
ま
ず
自
己
の
責
任
免
除
の
議
案
に
つ
い
て
ま
で
議
決
権
行
使
を
認
め
て
よ
い
か
が
間
題
で
あ
り
、
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
5
）

ぎ
に
議
決
権
濫
用
の
要
件
を
め
ぐ
り
解
釈
論
上
の
問
題
が
生
ず
る
と
し
て
、
こ
れ
ま
た
不
採
用
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
67
）
　
　
　
　
　
　
　
（
6
8
）

　
こ
れ
に
対
し
て
は
、
従
来
か
ら
第
一
の
方
式
に
よ
る
べ
き
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
改
正
段
階
お
よ
び
改
正
後
に
お
い
て
も
、

第
一
の
方
式
に
よ
る
べ
き
で
あ
り
、
よ
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
の
批
判
が
あ
る
。
ま
た
、
第
二
の
方
式
に
つ
い
て
も
、
多
数
決
濫
用
の
よ
う

な
会
社
内
部
関
係
者
に
の
み
か
か
わ
る
穀
疵
で
あ
っ
て
も
決
議
無
効
事
由
に
な
る
と
し
た
う
え
で
、
解
釈
に
よ
る
方
が
柔
軟
な
解
決
が
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
9
）

き
る
と
し
て
、
こ
れ
を
支
持
す
る
見
解
も
あ
る
．
も
っ
と
も
、
第
二
の
方
式
は
、
三
の
解
釈
論
的
検
討
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
理
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
0
）

的
に
は
新
制
度
と
併
存
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
現
行
法
上
も
こ
の
見
解
の
意
義
が
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
．

　
た
し
か
に
制
度
は
単
純
で
あ
る
方
が
よ
り
秀
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
が
、
あ
る
制
度
に
欠
陥
が
認
め
ら
れ
る
と
き
、
こ
れ
を
補
完
す
る
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た
め
に
若
干
複
雑
に
な
る
こ
と
は
已
む
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
新
制
度
も
、
三
に
お
け
る
⑥
～
⑥
の
各
場
合
に
は
有
効
に
機
能
す
る
可
能

性
が
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
全
面
否
定
す
る
こ
と
も
行
き
す
ぎ
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
前
述
し
た
よ
う
に
欠
陥
も
あ
る
か
ら
こ
れ

を
補
完
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
、
第
一
の
方
式
を
採
り
入
れ
て
、
文
言
解
釈
に
よ
れ
ば
不
当
決
議
が
成
立
し
な
い
場
合
あ
る

い
は
不
当
決
議
は
成
立
し
う
る
が
そ
の
立
証
が
特
別
利
害
関
係
株
主
以
外
の
株
主
に
と
っ
て
き
わ
め
て
困
難
な
場
合
は
予
め
議
決
権
行
使

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
1
）

の
排
除
を
認
め
る
こ
と
を
提
案
し
た
い
。
具
体
的
に
は
、
三
に
お
け
る
㈲
の
場
合
が
前
者
に
あ
た
り
、
㈲
⑯
の
各
場
合
が
後
者
に
あ
た
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
2
）

も
っ
と
も
、
検
査
役
の
選
任
を
公
的
機
関
に
委
ね
る
方
式
に
よ
る
の
で
あ
れ
ば
、
㈲
の
場
合
は
除
か
れ
る
。
つ
ぎ
に
、
特
別
利
害
関
係
株

主
の
議
決
権
行
使
と
不
当
決
議
と
の
因
果
関
係
の
切
断
に
関
す
る
間
題
を
解
決
し
、
ま
た
会
社
の
便
宜
の
た
め
に
、
特
別
利
害
関
係
株
主

の
同
意
に
も
と
づ
き
選
択
的
に
利
用
し
う
る
制
度
と
し
て
、
旧
制
度
を
復
活
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
い
。
こ
れ
に
よ
り
、
と
く
に
明
文
の

規
定
が
な
く
と
も
、
特
別
利
害
関
係
株
主
が
議
決
権
を
行
使
し
た
場
合
に
、
そ
の
議
決
権
を
除
い
て
も
、
旧
制
度
と
同
様
の
制
度
に
お
い

て
決
議
が
成
立
す
る
と
き
は
、
こ
の
因
果
関
係
は
切
断
さ
れ
る
と
す
る
解
釈
が
容
易
に
な
る
と
思
わ
れ
る
．

　
右
の
提
案
は
ま
だ
不
十
分
で
あ
っ
て
、
議
決
権
を
排
除
す
べ
き
具
体
的
場
合
、
特
別
利
害
関
係
株
主
の
参
加
し
た
不
当
決
議
と
多
数
決

濫
用
決
議
と
の
関
係
な
ど
に
関
し
今
後
一
層
の
検
討
を
要
す
る
が
、
少
な
く
と
も
そ
の
基
本
的
な
考
え
方
は
示
し
え
た
の
で
は
な
い
か
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
3
）

考
え
て
い
る
。
す
で
に
、
商
法
二
四
七
条
一
項
二
号
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
無
効
原
因
に
戻
す
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
が
、
次
回
の
商
法

改
正
に
備
え
、
定
款
違
反
の
株
主
総
会
決
議
お
よ
び
特
別
利
害
関
係
株
主
の
議
決
権
の
法
的
取
扱
い
に
つ
い
て
、
そ
の
改
正
の
た
め
の
検

討
が
開
始
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

　　　パ　　パ　　ハ
65　64　63　62
）　　）　　）　　）

竹
内
前
掲
会
社
法
の
理
論
旦
三
頁
。

稲
葉
前
掲
改
正
会
社
法
一
七
一
頁
以
下
．

こ
れ
は
新
制
度
に
お
い
て
も
問
題
と
な
る
こ
と
は
前
述
し
た
。

注
（
6
2
）
参
照
。
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パ　　　　　　　　　　　ハ　　　　

70　69　68　67　66
）　　　）　　　）　　　）　　　）

菱
田
前
掲
商
経
法
論
叢
一
〇
巻
一
号
一
二
二
頁
、
出
口
前
掲
上
智
法
学
論
集
一
九
巻
一
号
一
四
四
頁
．

福
岡
前
掲
金
融
・
商
事
判
例
五
七
二
号
四
六
頁
．

高
鳥
前
掲
受
験
新
報
一
一
二
巻
八
号
六
四
頁
、
同
前
掲
会
社
法
（
改
訂
版
）
一
四
八
頁
、
神
田
前
掲
法
学
協
会
雑
誌
九
九
巻
二
号
二
八
七
頁
。

三
注
（
5
3
）
参
照
．

実
際
上
は
、
不
当
決
議
と
違
法
決
議
と
を
区
別
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
か
ら
、
違
法
決
議
が
取
消
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
え
よ
う
が
、
こ
の
場

合
は
決
議
無
効
あ
る
い
は
不
存
在
が
確
認
さ
れ
た
も
の
と
解
す
る
ほ
か
あ
る
ま
い
．

（
7
1
）
　
今
後
の
商
法
改
正
に
お
け
る
課
題
で
あ
る
が
、
小
規
模
株
式
会
社
の
取
締
役
の
競
業
認
許
は
株
主
総
会
の
決
議
事
項
と
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え

　
る
（
拙
稿
「
取
締
役
の
競
業
規
制
に
つ
い
て
」
高
鳥
編
改
正
会
社
法
の
基
本
問
題
〈
昭
和
五
七
年
〉
一
六
三
頁
）
。
も
し
そ
う
な
れ
ば
、
こ
れ
も
前

老
に
含
ま
れ
る
．

（
7
2
）
　
龍
田
前
掲
法
学
論
叢
六
四
巻
三
号
六
一
頁
、
出
口
前
掲
上
智
法
学
論
集
一
九
巻
一
号
｝
四
四
頁
．

（
7
3
）
　
拙
稿
「
定
款
違
反
の
株
主
総
会
決
議
の
法
的
取
扱
い
」
修
道
法
学
八
巻
一
号
（
昭
和
六
〇
年
）
一
六
八
頁
。
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